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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の複数のコンピュータと電子通信ネットワークを介して電子通信する少なくとも１台
のコンピュータにおける少なくとも１個のプロセッサによって、アカウントを作成する為
の要求を第１のコンピュータ装置から受け取るステップと、
　前記アカウントの複数のアカウントホルダの指定を前記第１のコンピュータ装置から前
記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップと、
　前記アカウントから資金を引き出す権限を与えられた前記複数のアカウントホルダのう
ちの一部の指定を前記第１のコンピュータ装置から前記少なくとも１個のプロセッサによ
って受け取るステップと、
　前記アカウントにおいて資産を取引する権限を与えられた１人またはそれ以上のアカウ
ントホルダについての権限情報を前記第１のコンピュータ装置から前記少なくとも１個の
プロセッサによって受け取るステップであって、前記権限情報は、ユーザが前記アカウン
トにおいて資産を取引する権限を与えられていることを示す、ステップと、
　アカウントホルダを前記アカウントに追加し、又は前記アカウントから除去できる方法
を定める規則の指定を前記第１のコンピュータ装置から前記少なくとも１個のプロセッサ
によって受け取るステップと、
　前記アカウントをアクティブにした後、複数の口座保有者のそれぞれから、当該それぞ
れの口座保有者から前記アカウントに資金を移す指示を受け取るステップと、
　前記アカウントをアクティブにした後、前記アカウントの資産を取り引きする為の要求
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を、前記ユーザに関連付けられた第２のコンピュータ装置から前記少なくとも１個のプロ
セッサによって受け取るステップと、
　前記アカウントの資産を取り引きする為の前記要求は、前記アカウントにおいて金融商
品を売ることの要求、前記アカウントのために金融商品を買うことの要求、又は前記アカ
ウントにおける金融商品の少なくとも一部と前記アカウントの外の他の金融商品の少なく
とも一部を交換することの要求、を示すデータを含むか否かを前記少なくとも１個のプロ
セッサによって特定するステップと、
　前記受け取られた権限情報に基づいて前記第２のコンピュータ装置が前記アカウントに
おいて資産を取引する権限を与えられたか否かを前記少なくとも１個のプロセッサによっ
て決定するステップと、
　前記受け取られた権限情報に基づいて前記第２のコンピュータ装置が前記アカウントに
おいて資産を取引する権限を与えられたか否かを前記少なくとも１個のプロセッサによっ
て決定することに応じて、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記要求された取引
を生じさせるステップと、
　前記アカウントをアクティブにした後、アカウントホルダを追加し又は除去できる方法
を定める前記規則に従い、前記少なくとも１個のプロセッサによって新たなアカウントホ
ルダを前記アカウントに追加するステップと、
　前記アカウントのアカウントホルダから、金融概念に関するビデオチュートリアルを前
記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップと、
　前記ビデオの表示を前記少なくとも１個のプロセッサによって複数のユーザに向けて表
示させるステップと、
　ユーザによる前記ビデオの表示の選択を前記少なくとも１個のプロセッサによって受け
取るステップと、
　前記ビデオの表示の前記選択に応答し、前記ビデオを前記少なくとも１個のプロセッサ
によって前記ユーザに表示させるステップと、
　前記ビデオに関連する評価表示を前記少なくとも１個のプロセッサによって前記ユーザ
に向けて表示させるステップと、
　ユーザによる前記ビデオの評価表示の選択を前記少なくとも１個のプロセッサによって
受け取るステップと、
　前記ビデオの評価表示の前記選択に応答し、前記ビデオに関する評価情報について前記
少なくとも１個のプロセッサによってユーザを促すステップと、
　前記ビデオに関する評価情報を前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステ
ップと、
　を含む方法。
【請求項２】
　前記アカウントにおいて金融商品を売ることの要求を含む、前記アカウントの資産を取
り引きする為の要求が、
　レポ取引にアカウント資産を使用する為の要求を前記少なくとも１個のプロセッサによ
って受け取るステップと、
　前記少なくとも１個のプロセッサによって前記レポ取引を生じさせるステップとを含み
、
　レポ取引にアカウント資産を使用する為の前記要求が、利率、前記レポ取引の満了日、
前記レポ取引の影響を受けるアカウント資産、及び前記レポ取引の影響を受ける前記アカ
ウントの外にある資産を定めるステップを含む、
　請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記アカウントのために金融商品を買うことの要求を含む、前記アカウントの資産を取
り引きする為の要求が、
　前記要求された取引を生じさせるステップの前に、前記第２のコンピュータ装置が前記
要求された取引を行う権限を有するとアカウントパラメータが規定しているかどうかを前



(3) JP 6423854 B2 2018.11.14

10

20

30

40

50

記少なくとも１個のプロセッサによって判定するステップ、
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　提案された販売及び買戻し約定（レポ）に準じて前記アカウント内の１つ又は複数の資
産を使用する為の要求を当事者から受け取るステップ
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のコンピュータ装置から、前記提案された販売及び買戻し約定を締結し、前記
約定に準じて前記当事者に前記要求された１つ又は複数の資産を移す為の命令を受け取る
ステップであって、前記販売及び買戻し約定は、移されるアカウント資産、前記アカウン
ト内に移される金額、利率又は利払い額、及び将来の清算日を定める、ステップと、
　前記命令に応答し、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記当事者から前記アカ
ウントに前記金銭を移させるステップと、
　前記命令に応答し、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記金額を前記アカウン
ト内に移させるステップと、
　前記清算日に、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記当事者から前記アカウン
トに前記１つ又は複数の資産を返却させるステップと、
　前記清算日に、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記金額に利息額を加えた額
を前記アカウントから前記当事者に移させるステップと
を更に含む、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　規則の指定を前記第１のコンピュータ装置から前記少なくとも１個のプロセッサによっ
て受け取るステップを含み、
　前記規則の指定が、
　前記アカウントが作成され得る前に満たされなければならない初期要件を定めるもの、
　前記アカウントがアクティブにされ得る前に前記アカウントに出資されなければならな
い最低金額を定めるもの、
　前記アカウントがアクティブにされ得る前に前記アカウントに参加しなければならない
最低ユーザ数を定めるもの、
　アカウント資産の所有権をアカウントホルダの間で分配する方法を定めるもの、
　前記アカウントを管理する為の管理料を定めるもの、
　他の資産と引き換えにアカウント資産を取り引きする権限をどのアカウントホルダが有
するのかを定めるもの、
　アカウントホルダが所有する前記アカウントの割当分に基づき、前記アカウントホルダ
が前記アカウント内の資金をどのように及び何時回収できるのかを定めるもの、
　取引され得る前記アカウント内の資産の額に対する限度を定めるもの、
　アカウント資金を使用して購入され得る資産の種類に対する制限を定めるもの、
　アカウントホルダに対するアカウント情報の表示に関するもの、
　前記アカウントに関連するロゴをアカウントホルダが決定できる方法を管理するもの、
　前記アカウントと取り引きすることができない相手方を定めるもの、
　前記アカウントの資産を別のアカウントの資産と結合することを管理するもの、
　前記アカウントを別のアカウントと結合することを管理するもの、
　価値と交換可能なポイントをアカウントホルダが稼ぐ方法を管理するもの、
　前記アカウントのポートフォリオの財務実績を測定する方法を管理するもの、
　複数の違反行為についてアカウントホルダに対して課される罰則を定めるもの、あるい
は、
　前記アカウントにアカウントホルダを追加または除去する条件を定めるもの、
の少なくとも一つである、
請求項１に記載の方法。
【請求項７】
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　前記アカウントが子の為に作成され、且つ前記子の親によって定められる指針によって
管理される、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　アカウントホルダによるアカウント活動及び前記アカウントホルダからの通信に基づき
、前記アカウントホルダに関する情報を前記少なくとも１個のプロセッサによって求める
ステップと、
　前記アカウントホルダに関して求めた前記情報に基づき、前記アカウントホルダ向けの
複数の広告のうちの１つを前記少なくとも１個のプロセッサによって選択するステップと
、
　前記少なくとも１個のプロセッサによって、前記選択した広告を前記アカウントホルダ
向けに伝達させるステップと
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記アカウントホルダを含む複数のユーザによってアップロードされた複数のビデオに
関する評価情報を受け取るステップと、
　ビデオごとに受け取った前記評価情報を集約するステップと、
　前記複数のビデオの中から最も評価が高いビデオを決定するステップであって、前記決
定された最も評価が高いビデオは前記アカウントホルダから受け取られる前記ビデオを含
む、ステップと、
　最も評価が高いビデオの一覧を表示させるステップであって、前記一覧は前記最も評価
が高いビデオとしての前記ビデオの識別情報を含む、ステップと
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　複数のロゴであって、それぞれのロゴがアカウントに関連する複数のロゴに関する評価
情報を受け取るステップと、
　前記評価情報に基づいて最も評価が高いロゴを決定するステップと、
　前記最も評価が高いロゴに関連するアカウントに利益を授与するステップと
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　アカウント資金をグループイベントに割り振る為の要求をアカウントホルダから受け取
るステップと、
　アカウント資金をグループイベントに割り振る為の前記要求を、前記アカウントの資金
を割り振る権限を与えられたアカウントホルダに伝達するステップと、
　前記アカウントに資金を割り振る権限を与えられた前記アカウントホルダから、前記グ
ループイベントに資金を割り振る命令を受け取るステップと、
　前記グループイベントに前記資金を割り振らせるステップと
を更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１２】
　他の複数のコンピュータと電子通信ネットワークを介して電子通信する少なくとも１台
のコンピュータにおける少なくとも１個のプロセッサと、
　命令を記憶する少なくとも１つのメモリであって、前記命令が前記少なくとも１個のプ
ロセッサによって実行された時に、前記少なくとも１個のプロセッサに、
　アカウントを作成する為の要求を第１のコンピュータ装置から受け取るステップと、
　前記アカウントの複数のアカウントホルダの指定を前記第１のコンピュータ装置から受
け取るステップと、
　前記アカウントから資金を引き出す権限を与えられた前記複数のアカウントホルダのう
ちの一部の指定を前記第１のコンピュータ装置から受け取るステップと、
　前記アカウントにおいて資産を取引する権限を与えられた１人またはそれ以上のアカウ
ントホルダについての権限情報を前記第１のコンピュータ装置から受け取るステップであ
って、前記権限情報は、ユーザが前記アカウントにおいて資産を取引する権限を与えられ
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ていることを示す、ステップと、
　アカウントホルダを前記アカウントに追加し、又は前記アカウントから除去できる方法
を定める規則の指定を前記第１のコンピュータ装置から受け取るステップと、
　前記アカウントをアクティブにした後、複数の口座保有者のそれぞれから、当該それぞ
れの口座保有者から前記アカウントに資金を移す指示を受け取るステップと、
　前記アカウントをアクティブにした後、前記アカウントの資産を取り引きする為の要求
を、前記ユーザに関連付けられた第２のコンピュータ装置から受け取るステップと、
　前記アカウントの資産を取り引きする為の前記要求は、前記アカウントにおいて金融商
品を売ることの要求、前記アカウントのために金融商品を買うことの要求、又は前記アカ
ウントにおける金融商品の少なくとも一部と前記アカウントの外の他の金融商品の少なく
とも一部を交換することの要求、を示すデータを含むか否かを特定するステップと、
　前記受け取られた権限情報に基づいて前記第２のコンピュータ装置が前記アカウントに
おいて資産を取引する権限を与えられたか否かを決定するステップと、
　前記受け取られた権限情報に基づいて前記第２のコンピュータ装置が前記アカウントに
おいて資産を取引する権限を与えられたか否かを前記少なくとも１個のプロセッサによっ
て決定することに応じて、前記要求された取引を生じさせるステップと、
　前記アカウントをアクティブにした後、アカウントホルダを追加し又は除去できる方法
を定める前記規則に従い、前記少なくとも１個のプロセッサによって新たなアカウントホ
ルダを前記アカウントに追加するステップと、
　前記アカウントのアカウントホルダから、金融概念に関するビデオチュートリアルを受
け取るステップと、
　前記ビデオの表示を複数のユーザに向けて表示させるステップと、
　ユーザによる前記ビデオの表示の選択を受け取るステップと、
　前記ビデオの表示の前記選択に応答し、前記ビデオを前記ユーザに表示させるステップ
と、
　前記ビデオに関連する評価表示を前記ユーザに向けて表示させるステップと、
　ユーザによる前記ビデオの評価表示の選択を受け取るステップと、
　前記ビデオの評価表示の前記選択に応答し、前記ビデオに関する評価情報についてユー
ザを促すステップと、
　前記ビデオに関する評価情報を受け取るステップと、
を実行させる、機器。
【請求項１３】
　少なくとも１個のプロセッサに実行させるように構成される命令を記憶する、非一時的
なコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、前記少なくとも１個のプロセッサは他
の複数のコンピュータと電子通信ネットワークを介して電子通信する少なくとも１台のコ
ンピュータにおけるプロセッサであり、
　前記命令が前記少なくとも１個のプロセッサによって実行された時に、前記少なくとも
１個のプロセッサに、
　アカウントを作成する為の要求を第１のコンピュータ装置から受け取るステップと、
　前記アカウントの複数のアカウントホルダの指定を前記第１のコンピュータ装置から受
け取るステップと、
　前記アカウントから資金を引き出す権限を与えられた前記複数のアカウントホルダのう
ちの一部の指定を前記第１のコンピュータ装置から受け取るステップと、
　前記アカウントにおいて資産を取引する権限を与えられた１人またはそれ以上のアカウ
ントホルダについての権限情報を前記第１のコンピュータ装置から受け取るステップであ
って、前記権限情報は、ユーザが前記アカウントにおいて資産を取引する権限を与えられ
ていることを示す、ステップと、
　アカウントホルダを前記アカウントに追加し、又は前記アカウントから除去できる方法
を定める規則の指定を前記第１のコンピュータ装置から受け取るステップと、
　前記アカウントをアクティブにした後、複数の口座保有者のそれぞれから、当該それぞ
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れの口座保有者から前記アカウントに資金を移す指示を受け取るステップと、
　前記アカウントをアクティブにした後、前記アカウントの資産を取り引きする為の要求
を、前記ユーザに関連付けられた第２のコンピュータ装置から受け取るステップと、
　前記アカウントの資産を取り引きする為の前記要求は、前記アカウントにおいて金融商
品を売ることの要求、前記アカウントのために金融商品を買うことの要求、又は前記アカ
ウントにおける金融商品の少なくとも一部と前記アカウントの外の他の金融商品の少なく
とも一部を交換することの要求、を示すデータを含むか否かを特定するステップと、
　前記受け取られた権限情報に基づいて前記第２のコンピュータ装置が前記アカウントに
おいて資産を取引する権限を与えられたか否かを決定するステップと、
　前記受け取られた権限情報に基づいて前記第２のコンピュータ装置が前記アカウントに
おいて資産を取引する権限を与えられたか否かを前記少なくとも１個のプロセッサによっ
て決定することに応じて、前記要求された取引を生じさせるステップと、
　前記アカウントをアクティブにした後、アカウントホルダを追加し又は除去できる方法
を定める前記規則に従い、前記少なくとも１個のプロセッサによって新たなアカウントホ
ルダを前記アカウントに追加するステップと、
　前記アカウントのアカウントホルダから、金融概念に関するビデオチュートリアルを受
け取るステップと、
　前記ビデオの表示を複数のユーザに向けて表示させるステップと、
　ユーザによる前記ビデオの表示の選択を受け取るステップと、
　前記ビデオの表示の前記選択に応答し、前記ビデオを前記ユーザに表示させるステップ
と、
　前記ビデオに関連する評価表示を前記ユーザに向けて表示させるステップと、
　ユーザによる前記ビデオの評価表示の選択を受け取るステップと、
　前記ビデオの評価表示の前記選択に応答し、前記ビデオに関する評価情報についてユー
ザを促すステップと、
　前記ビデオに関する評価情報を受け取るステップと、
を実行させる、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、概してアカウントを取り引きし、交換し、作成し、及び管理する為のシステム
及び方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のシステムは、複数のユーザが互いにつながり、電子オブジェクトを複数のユーザ
に関連付け、略リアルタイムで互いに通信することを可能にする。例えばフェイスブック
は、ユーザが、ユーザソーシャルネットワークアカウントを作成し、ユーザのネットワー
クに友人を加え、他のユーザにメッセージを送り、他のユーザから状況更新を受け取るこ
とを可能にする。フェイスブックは、ユーザがグループを作成し、各グループのパラメー
タを指定し、グループに参加するように友人を招待し、グループの最新情報が参加メンバ
に送られるようにし、グループの活動を促すことも可能にする。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　アカウントを取り引きし、交換し、作成し、及び管理し、投資、慈善、及び教育の機会
を広げる為の様々なシステム及び方法を提供する。本発明の様々な実施形態では、投資活
動及び貸借活動について協力し、共有できるようにする為にユーザグループを形成するこ
とができる。投資及び貸借の機会は労働人口の大部分に販売され、提供されているが、ソ
ーシャルネットワーキング人口の大部分は既存の機関による十分なサービスを受けていな
い。ソーシャルネットワーキングシステムの目的の１つは、意思決定を容易にする為に情
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報を配信することである。ソーシャルネットワーキングの概念を基礎とすることにより、
様々な実施形態は金融商品を売買すること、貯蓄及び投資の基礎を教えること、及び投資
家の世界を広げることをより容易にする。本発明のこの及び他の目的に従い、ドル預託証
券、ＤＤＲと呼ばれる新たな取引商品を作成する為のシステム及び手続きが使用され、Ｄ
ＤＲは決まったドル額の有価証券、例えば＄１０のアップル株式を表す。本発明の一態様
では、個人がこのアップル株式の＄１０の買付けを、作成されたグループに属する選択さ
れた人々の集まりと共有することができる。グループの別のメンバがグーグルのＤＤＲを
＄１０購入する場合、システムがそれらの２つの買付けを結合してグループの２人のメン
バによって共有され得るポートフォリオを形成することができ、それにより各参加者は＄
５のアップル株式及び＄５のグーグル株式相当を所有する。本発明の様々な態様が、グル
ープへの新規メンバの追加、並びにジョイントポートフォリオの売買、流通、及び終了を
可能にする決定機器を制御する。本発明の一態様は、ポートフォリオの資産を担保として
用いる貸借を可能にする。本発明の別の態様は、未成年者によるアカウントの開設を調整
し、マネーロンダリング防止規定に関する懸念を和らげる為に預り金に対して金銭的制限
を課すことを可能にする、リスク制限アカウントを作成できるようにする。本発明の更な
る特徴は、グループメンバの取引の選択及び活動をモニタして、分散化又は類似性を提案
する代替的取引候補を提供し、グループ内及びグループ間の競争の為のプラットフォーム
を提供する。更に、ポートフォリオ管理者（参加者）は、リスクとリターンの相互交換及
び共有によってリスクを共有するように取り決めることができる。本発明は、経済及び金
融に及ぶチュートリアルも可能にする。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
【図１】本明細書で開示するシステムの少なくとも一実施形態によるシステムを示す。
【図２】本明細書で開示する方法の少なくとも一実施形態によるグループアカウントを作
成し、管理する為の流れ図を示す。
【図３】本明細書で開示する方法の少なくとも一実施形態によるドル預託証券を発行し、
取引きする為の流れ図を示す。
【図４】本明細書で開示する方法の少なくとも一実施形態によるアカウントを作成し、管
理する為の一例示的インターフェイスを示す。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
Ｉ．用語
　以下の節Ｉ～ＸＩは、本願を解釈する為の手引きを提供する。
【０００６】
ＩＩ．用語
　用語「製品」は、明示的に別段の定めがない限り、任意のマシン、製造品、及び／又は
組成物を意味する。
【０００７】
　用語「プロセス」は、明示的に別段の定めがない限り、プロセス、アルゴリズム、方法
等を意味する。
【０００８】
　各プロセスは（方法と呼ばれようが、アルゴリズム又は他の方法で呼ばれようが）１つ
又は複数のステップを固有に含み、従ってプロセスの１つ又は複数の「ステップ」へのあ
らゆる言及は、プロセスについての単なる記述又は用語「プロセス」又は同様の用語の単
なる列挙において固有の先行詞を有する。従って、プロセスの１つ又は複数の「ステップ
」への請求項の中での如何なる言及も十分な先行詞を有する。
【０００９】
　用語「発明」等は、明示的に別段の定めがない限り、「本願の中で開示する１つ又は複
数の発明」を意味する。
【００１０】
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　用語「一実施形態」、「実施形態（ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）」、「実施形態（ｅｍｂｏ
ｄｉｍｅｎｔｓ）」、「その実施形態（ｔｈｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔ）、「その実施形
態（ｔｈｅ　ｅｍｂｏｄｉｍｅｎｔｓ）」、「１つ又は複数の実施形態」、「一部の実施
形態」、「特定の実施形態」、「或る実施形態」、「別の実施形態」等は、明示的に別段
の定めがない限り、「本発明の（全てではないが）１つ又は複数の実施形態」を意味する
。
【００１１】
　発明の「改変形態」という用語は、明示的に別段の定めがない限り本発明の一実施形態
を意味する。
【００１２】
　用語「指示（ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ）」は、極めて広範な意味で使用される。或るもの
の「指示」は、そのものを決定する為に使用され得る全てのものを含むと理解すべきであ
る。
【００１３】
　或るものの指示は、そのものを識別する電子メッセージを含み得る（例えばウィジェッ
トに付けられたシリアル番号によるウィジェットの識別、ウィジェットの１つ又は複数の
特性によるウィジェットの識別）。或るものの指示は、或ることを計算し且つ／又は検索
する為に使用され得る情報を含むことができる（例えばウィジェットを突き止める為に使
用され得る、ウィジェットがその部品であるマシンを識別する情報）。或るものの指示は
、そのものに関係することを明示することができる（例えばそのものの特性、そのものの
名前、そのものに関係するものの名前）。或るものの指示は、そのものに関係することを
明示しなくても良い（例えば文字「ａ」は、ウィジェットを識別する為に文字「ａ」を解
釈するように構成されるコンピュータシステムのウィジェットの指示であり得る）。或る
ものの指示は、そのものの兆候、症状、及び／又は現れを含むことができる。指示は、例
えば符号、参照、例、リンク、信号、及び／又は識別情報を含み得る。或るものの指示は
、そのものを表す、説明する、及び／又はそのものにさもなければ関連する情報を含み得
る。
【００１４】
　或るものの指示の変形は、そのものの指示であり得る（例えば或るものの暗号化された
指示は、そのものの指示であり得る）。或るものの指示は、そのもの自体、そのものの複
製、及び／又はそのものの一部を含み得る。或るものの指示は、その指示を理解するよう
になされていないものにとっては無意味であり得る（例えば人は文字「ａ」がウィジェッ
トを示すことを理解しない可能性があるが、それでもコンピュータシステムは文字「ａ」
からウィジェットを突き止めることができる為、文字「ａ」はウィジェットの指示であり
得る）。或るものの指示がそのものを突き止める為に使用され得ることは、そのもの又は
他のものが突き止められることを意味しないと理解すべきである。別段の定めがない限り
、或るものの指示は、そのものの任意数の指示を含み得る。或るものの指示は、他のもの
の指示を含み得る（例えば多くのものを指示する電子メッセージ）。（指示は、請求項の
用語において非常に広範な語として使用することができる。例：金融商品の指示を受け取
る。）
【００１５】
　用語「表す」は、（１）語や記号等が行うように表す、指定する、意味する、又は示す
働きをすること、（２）何らかの用語、文字、記号等によって表わし又は指定すること、
（３）写真が行うように類似点を描き、描写し、若しくは示すこと、又は（４）符号や記
号として働くことを意味する。
【００１６】
　或る実施形態を説明する際の「別の実施形態」への言及は、明示的に別段の定めがない
限り、言及される実施形態が別の実施形態（例えば言及される実施形態よりも前に記載さ
れる実施形態）と相互排他的であることを含意するものではない。同様に、２つ（又はそ
れ以上）の実施形態に言及する単なる事実は、それらの実施形態が相互排他的であること
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を含意しない。
【００１７】
　発明の一実施形態は、本発明の他の複数の実施形態を含み、保護し、又は包含すること
ができる。例えば、要素ａ、ｂ、及びｃを含む第１の実施形態は、要素ａ、ｂ、ｃ、及び
ｄを含む第２の実施形態、並びに要素ａ、ｂ、ｃ、及びｅを対象として含む第３の実施形
態を保護し得る。同様に、第１の実施形態、第２の実施形態、及び第３の実施形態のそれ
ぞれは、要素ａ、ｂ、ｃ、ｄ、及びｅを含む第４の実施形態を対象として含むことができ
る。
【００１８】
　用語「含む」、「備える」、及びその変形体は、明示的に別段の定めがない限り「含む
が、必ずしもそれだけに限定されない」ことを意味する。従って、例えば「このマシンは
赤いウィジェットと青いウィジェットとを含む」という文は、そのマシンが赤いウィジェ
ットと青いウィジェットとを含むが、ことによると１つ又は複数の他のアイテムも含み得
ることを意味する。
【００１９】
　用語「～から成る」、及びその変形体は、明示的に別段の定めがない限り「含み、且つ
それに限定される」ことを意味する。従って、例えば「このマシンは赤いウィジェットと
青いウィジェットから成る」という文は、そのマシンが赤いウィジェットと青いウィジェ
ットとを含むが、他に何も含まないことを意味する。
【００２０】
　用語「構成する」、及びその変形体は、明示的に別段の定めがない限り「構成部品、構
成要素、又は部材を成す」ことを意味する。従って、例えば「赤いウィジェットと青いウ
ィジェットとがマシンを構成する」という文は、そのマシンが赤いウィジェットと青いウ
ィジェットとを含むことを意味する。
【００２１】
　用語「排他的に構成する」、及びその変形体は、明示的に別段の定めがない限り「構成
部品を排他的に成すこと、唯一の構成要素であること、又は唯一の部材であること」を意
味する。従って、例えば「赤いウィジェットと青いウィジェットがマシンを排他的に構成
する」という文は、そのマシンが赤いウィジェットと青いウィジェットから成る（即ち他
に何も含まない）ことを意味する。
【００２２】
　用語「或る（ａ）」、「或る（ａｎ）」及び「その（ｔｈｅ）」は、明示的に別段の定
めがない限り「１つ又は複数」を意味する。従って、例えば「或るウィジェット（ａ　ｗ
ｉｄｇｅｔ）」は明示的に別段の定めがない限り１つ又は複数のウィジェットを意味する
。同様に、「或るウィジェット」という語句を挙げた後、「そのウィジェット」という語
句を後で記述することは、「その１つ又は複数のウィジェット」を意味する。従って、「
その」という語も先行詞を有する特定の用語を指し得ることを理解すべきである。例えば
、或る段落で「或る特定の単一機能」と述べられ、その後「その機能」と言及される場合
、「その機能」という語句は過去に述べられた「或る特定の単一機能」を指すものと理解
すべきである。（「或る特定の単一機能」の中の語「或る」は、「１つ又は複数の」特定
の単一機能ではなく、「１つの」特定の単一機能を指すことを理解すべきである。）
【００２３】
　用語「複数」は、明示的に別段の定めがない限り「２つ以上」を意味する。
【００２４】
　用語「本明細書では」は、明示的に別段の定めがない限り「参照により援用され得るあ
らゆるものを含む本願では」を意味する。
【００２５】
　複数のもの（列挙されたものの一覧等）を修飾する場合、「～のうちの少なくとも１つ
」という語句は、明示的に別段の定めがない限り、それらのものの１つ又は複数の任意の
組合せを意味する。例えば「ウィジェット、車、及び車輪のうちの少なくとも１つ」とい
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う語句は、（ｉ）ウィジェット、（ｉｉ）車、（ｉｉｉ）車輪、（ｉｖ）ウィジェットと
車、（ｖ）ウィジェットと車輪、（ｖｉ）車と車輪、又は（ｖｉｉ）ウィジェット、車、
及び車輪の何れかを意味する。複数のものを修飾する場合、「～のうちの少なくとも１つ
」という語句は、複数のもの「のうちのそれぞれ１つ」という意味ではない。例えば、「
ウィジェット、車、及び車輪の少なくとも１つ」という語句は、「１つのウィジェット、
１台の車、及び１つの車輪」という意味ではない。
【００２６】
　何かの数量を示す為の基数として用いる場合（例えば１つのウィジェット、２つのウィ
ジェット）、「１つ」、「２つ」等の数的用語は、その数的用語が示す数量を意味し、そ
の数的用語が示す数量以上を意味するものではない。例えば、「１つのウィジェット」と
いう語句は「少なくとも１つのウィジェット」という意味ではなく、従って「１つのウィ
ジェット」という語句は例えば２つのウィジェットを範囲に含まない。
【００２７】
　「基づく」という語句は、明示的に別段の定めがない限り「～のみに基づく」という意
味ではない。つまり、「基づく」という語句は、「～のみに基づく」及び「少なくとも基
づく」の両方を範囲に含む。「少なくとも基づく」という語句は、「少なくとも部分的に
基づく」という語句と均等である。例えば、「要素Ａは要素Ｂ及び要素Ｃに基づいて計算
される」という語句は、要素ＡがＢ掛けるＣの積（即ちＡ＝Ｂ×Ｃ）として計算される実
施形態、ＡがＢ足すＣの和（即ちＡ＝Ｂ＋Ｃ）として計算される実施形態、ＡがＢ掛ける
Ｃ掛けるＤの積として計算される実施形態、ＡがＢ足すＣ足すＤ掛けるＥの平方根の和と
して計算される実施形態等を範囲に含む。
【００２８】
　用語「表す」及び同様の用語は、明示的に別段の定めがない限り排他的でない。例えば
用語「表す」は、明示的に別段の定めがない限り「～のみを表す」という意味ではない。
例えば「このデータはクレジットカード番号を表す」という語句は、「このデータはクレ
ジットカード番号のみを表す」及び「このデータはクレジットカード番号を表し、他のも
のも表す」の両方を範囲に含む。
【００２９】
　本明細書では用語「それにより」は、「それにより」という用語の前に明確に挙げられ
る何らかのものの意図した結果、目的、又は成行きのみを表す節又は１組の他の語の前に
置く為に専ら用いる。従って、用語「それにより」を請求項の中で用いる場合、用語「そ
れにより」が修飾する節又は他の語は、その請求項の特定の更なる限定は設けず、又は他
の方法でその請求項の意味若しくは範囲を限定しない。
【００３０】
　用語「例えば」、「等」及び同様の用語は、「例えば」を意味し、よってそれが説明す
る用語又は語句を限定することはない。例えば、「コンピュータがインターネットを介し
てデータ（例えば命令、データ構造）を送る」という文の中で、「例えば」という用語は
、「命令」が、コンピュータがインターネットを介して送ることができる「データ」の一
例であることを説明し、「データ構造」が、コンピュータがインターネットを介して送る
ことができる「データ」の一例であることも説明する。但し、「命令」も「データ構造」
も単に「データ」の例に過ぎず、「命令」及び「データ構造」以外の他のものも「データ
」であり得る。
【００３１】
　用語「それぞれの」及び同様の用語は、「個々に解釈する」ことを意味する。従って、
２つ以上のものが「それぞれの」特性を有する場合、それぞれのかかるものが独自の特性
を有し、それらの特性は互いに異なることができるが同じでも良い。例えば「２つのマシ
ンの各々が、それぞれの機能を有する」という語句は、２つのマシンのうちの第１のマシ
ンが或る機能を有し、２つのマシンのうちの第２のマシンも同様に或る機能を有すること
を意味する。第１のマシンの機能は、第２のマシンの機能と同じでも同じでなくても良い
。
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【００３２】
　用語「即ち」及び同様の用語は「つまり」を意味し、よってそれが説明する用語又は語
句を限定する。例えば、「コンピュータがインターネットを介してデータ（即ち命令）を
送る」という文の中で、「即ち」という用語は、コンピュータがインターネットを介して
送る「データ」が「命令」であることを説明する。
【００３３】
　或る数値範囲は、明示的に別段の定めがない限りその範囲内の整数及び非整数を含む。
例えば「１から１０」までの範囲は、１から１０の間の整数（例えば１、２、３、４、．
．．９、１０）、及び非整数（例えば１．００３１４１５９２６、１．１、１．２、．．
．１．９）を含む。
【００３４】
　２つ以上の用語又は語句が（例えばそれらの用語又は語句が同義であるという明確な記
述により）同義である場合、かかる用語又は語句の例は、別のかかる用語又は語句の例が
異なる意味を有さなければならないことを意味するものではない。例えば、或る記述が「
含む」の意味を「含むがこれのみに限定されない」と同義とする場合、「含むがこれのみ
に限定されない」という語句を単に用いることは、「含む」という用語が「含むがこれの
みに限定されない」以外のことを意味するつもりはない。
【００３５】
ＩＩ．決定
　用語「決定する」及びその文法上の変形体（例えば価格を決定する、値を決定する、一
定の基準を満たすオブジェクトを決定する）は、極めて広い意味で用いる。用語「決定す
る」は多岐にわたる行動を包含し、従って「決定する」は、計算、演算、処理、導出、調
査、探索（例えば表、データベース、又は他のデータ構造の探索）、電子形式又はデジタ
ル表現にすること、確認等を含むことができる。また「決定する」は、受け取ること（例
えば情報を受け取ること）、アクセスすること（例えばメモリ内のデータにアクセスする
こと）等を含むことができる。また「決定する」は、解決、選択、選定、確立等を含む場
合がある。
【００３６】
　用語「決定する」は確実性又は絶対的な精度を含意せず、従って「決定する」は推定、
推論、予測、推測、平均化等を含み得る。
【００３７】
　用語「決定する」は、数学的処理を実行しなければならないことを含意せず、数値的方
法を使用しなければならないことを含意せず、アルゴリズムが使用されることも含意しな
い。
【００３８】
　用語「決定する」は、或る特定の装置を使用しなければならないことを含意しない。例
えば、コンピュータが必ずしも決定を行う必要はない。
【００３９】
　用語「決定する」は、「計算する」を含み得る。用語「計算する」は、１つ又は複数の
計算を実行することを含むように理解すべきである。計算は、演算、処理、及び／又は導
出を含むことができる。計算は、計算装置によって実行され得る。例えば、或ることを計
算するとは、コンピュータのプロセッサによってデータにアルゴリズムを適用し、その或
ることをプロセッサの出力として生成することを含み得る。
【００４０】
　用語「決定する」は、「参照する」を含み得る。用語「参照する」は、例えば或るもの
を１回又は複数回参照することを含むように理解すべきである。参照は、問合せ、アクセ
ス、選択、選定、読取、及び／又は探索を含むことができる。参照の動作は計算装置によ
って実行され得る。例えば、或るものを参照するとは、それがプロセッサによって記憶さ
れている記憶場所を読み取ることを含み得る。
【００４１】
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　用語「決定する」は、「受け取る」を含み得る。例えば、或るものを受け取ることは、
それを受け入れることを含み得る。一部の実施形態では、受け取るとは、或るものが取り
入れられるネットワークインターフェイスを操作すること等、或るものを取り入れる為に
行われる動作を含み得る。一部の実施形態では、ダイレクトメモリ書込みや配線回路にお
いて等、受け取ることが或るものを取り入れる為に行われる動作なしに実行され得る。或
るものを受け取ることは、或るものを計算している可能性があるリモートソースからそれ
を受け取ることを含み得る。
【００４２】
ＩＩＩ．文の形式
　第１の請求項の限定が、特徴の１つ並びに特徴の複数を範囲に含み（例えば「少なくと
も１つのウィジェット」等の限定は、１つのウィジェットのみでなく複数のウィジェット
も範囲に含む）、第１の請求項に従属する第２の請求項において、第２の請求項がその限
定を指す為に定冠詞「前記（ｔｈｅ）」を用いる場合（例えば「前記ウィジット（ｔｈｅ
　ｗｉｄｇｅｔ）」）、この単なる使用は第１の請求項が特徴の１つのみを範囲に含むこ
とを含意せず、第２の請求項が特徴の１つのみを範囲に含むことも含意しない（例えば「
前記ウィジット（ｔｈｅ　ｗｉｄｇｅｔ）」は、１つのウィジェット及び複数のウィジェ
ットの両方を範囲に含むことができる）。
【００４３】
　序数（「第１の」、「第２の」、「第３の」等）を用語の前の形容詞として用いる場合
、その序数は（明示的に別段の定めがない限り）特定の特徴を同じ用語又は同様の用語に
よって記載される別の特徴と区別する為等、単に特定の特徴を示す為に用いるが、その序
数は他の如何なる意味も限定効果も有さず、単に便宜的な呼称である。例えば「第１のウ
ィジェット」は、例えば「第２のウィジェット」と単に区別する為にそのように名付ける
ことができる。従って、「ウィジェット」という用語の前に序数「第１の」及び「第２の
」を単に用いることは、２つのウィジェット間の他の任意の関係を示すものではなく、同
様に一方又は両方のウィジェットの他の如何なる特性も示すものではない。例えば「ウィ
ジェット」という用語の前に序数「第１の」及び「第２の」を単に用いることは、（１）
順序又は位置に関して、何れのウィジェットも他のウィジェットの前に又は後に来ること
を意味せず、（２）時間に関して、何れのウィジェットも他のウィジェットの前に又は後
に発生し若しくは動作することを意味せず、（３）重要度又は品質に関して、何れのウィ
ジェットも他のウィジェットの上又は下にランクすることを意味しない。序数を単に用い
ても、序数が識別する特徴について数的な限定が定められることはない。例えば「ウィジ
ェット」という用語の前に序数「第１の」及び「第２の」を単に用いることは、厳密に２
つのウィジェットがあることを意味しない。
【００４４】
　本明細書で単一の装置、物、又は他の製品を記載する場合、別の実施形態では、記載さ
れている単一の装置又は物の代わりに、（一緒に動作しようがしまいが）２つ以上の装置
又は物を代わりに使用することができる。従って、或る装置が保持するものとして記載す
る機能は、別の実施形態では（一緒に動作しようがしまいが）複数の装置又は物が代わり
に保持することができる。
【００４５】
　同様に、本明細書で（一緒に動作しようがしまいが）複数の装置、物、又は他の製品を
記載する場合、別の実施形態では記載されている複数の装置又は物の代わりに、単一の装
置又は物を代わりに使用することができる。例えば、複数のコンピュータベースの装置を
単一のコンピュータベース装置で置換することができる。一部の実施形態では、グリッド
コンピューティングシステムによく見られるように、かかる複数のコンピュータベース装
置が一緒に動作してプロセスの１つのステップを実行することができる。一部の実施形態
では、かかる複数のコンピュータベース装置が動作し、追加された機能性を互いに与え、
それによりクラウドコンピューティングシステムによく見られるように複数が動作してプ
ロセスの１つのステップを実行することができる。（逆に単一のコンピュータベース装置
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を、互いに連携して動作する複数のコンピュータベース装置で置換しても良い。例えば、
インターネットを介して互いに通信するサーバ及びワークステーションで単一の計算装置
を置換することができる。）従って、複数の装置又は物が保持するものとして記載する様
々な機能を、単一の装置又は物が代わりに保持しても良い。
【００４６】
　別の実施形態では、記載する単一の装置の機能及び／又は特徴を、記載されてはいるが
かかる機能又は特徴を有するものとして明示的に記載されていない１つ又は複数の他の装
置が代わりに実施することができる。従って、他の実施形態は記載される装置自体を含む
必要はなく、代わりに、それらの他の実施形態でかかる機能又は特徴を有する１つ又は複
数の他の装置を含むことができる。
【００４７】
ＩＶ．開示される例及び用語は非限定的である
　題名（本願の最初の頁の冒頭に記載）も要約（本願の末尾に記載）も、開示する発明の
範囲を限定するものとして決して解釈すべきでなく、任意の請求項の意味を解釈する際に
用いるべきでなく、又は任意の請求項の範囲を限定する際に用いるべきでない。要約は、
単に３７Ｃ．Ｆ．Ｒ．§１．７２（ｂ）の下で求められている為、本願に含めている。
【００４８】
　本願の中で示す節の見出しは専ら便宜上のものであり、決して本開示を限定するものと
して解釈すべきでない。
【００４９】
　数多くの実施形態が本願に記載され、専ら例示目的で示されている。記載する実施形態
は、如何なる意味においても限定的でなく、限定的であることも意図しない。本開示から
容易に明らかなように、ここに開示する発明は数多くの実施形態に広く適用可能である。
開示する発明は、構造上の修正、論理的な修正、ソフトウェアの修正、電気的な修正等、
様々な修正及び改変を加えて実践できることを当業者なら理解されよう。開示する発明の
特定の特徴を１つ又は複数の特定の実施形態及び／又は図面に関して説明し得るが、明示
的に別段の定めがない限り、かかる特徴は、かかる特徴をそれに関して記載した１つ又は
複数の特定の実施形態又は図面での使用に限定されないことを理解すべきである。
【００５０】
　幾つかの特徴を含むものとして実施形態を開示する場合があるが、本発明の他の実施形
態はかかる全ての特徴よりも少ない特徴を含んでも良い。従って、例えば或る請求項は、
開示する実施形態の中の１組の全ての特徴未満を対象とすることができ、かかる請求項は
その請求項が明示的に記述する特徴を超える特徴を必要とするものとして解釈されない。
【００５１】
　本願に記載の方法ステップ又は製品要素のどの実施形態も、本明細書の中で明示的にそ
うであると述べられている場合を除き、又は（或る請求項及びその請求項が定める発明に
関して）その請求項の中で明示的に記述されている場合を除き、本明細書で主張する発明
を構成せず、本明細書で主張する発明に必須ではなく、又は本明細書で主張する発明と同
じ対象を指すわけではない。
【００５２】
　法定分類以外を記述する特許請求の範囲の如何なる前文も、主張する発明の目的、利益
、及び可能な用途を記述するものと解釈すべきであり、主張する発明をかかる前文が限定
するものと解釈すべきではない。
【００５３】
　本開示は、本発明の全ての実施形態の逐語的な説明ではない。また本開示は、全ての実
施形態になければならない本発明の特徴を列挙するものでもない。
【００５４】
　開示する全ての実施形態が（例え全ての未決クレーム、補正クレーム、発行クレーム、
及びキャンセルクレームを含めても）必ずしも特許請求の範囲によって保護されるとは限
らない。更に、開示する実施形態が幾つかの請求項によって保護される場合がある（しか
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し必ずしもそうである必要はない）。従って、（未決、補正、発行、又はキャンセルに関
係なく）請求項が特定の実施形態を対象とする場合、それは他の請求項の範囲もその実施
形態を保護しないという証拠にはならない。
【００５５】
　互いに通信すると記載する装置は、明示的に別段の定めがない限り、互いに継続的に通
信する必要はない。それどころか、かかる装置は必要に応じて又は所望のときに互いに伝
送すれば十分であり、実際にはデータのやり取りを殆どの時間控えることができる。例え
ばインターネットを介して他のマシンと通信するマシンは、長い期間にわたり（例えば一
度に数週間）他のマシンにデータを伝送しなくても良い。更に、互いに通信する装置は、
１つ又は複数の媒介物を介して直接、又は間接的に通信することができる。装置は、少な
くとも互いに単方向通信できる場合は互いに通信する。例えば、第１の装置が第２の装置
に情報を伝送することができる場合、第１の装置は第２の装置と通信する。同様に、第２
の装置が第１の装置から情報を受け取ることができる場合、第２の装置は第１の装置と通
信する。
【００５６】
　幾つかの構成要素又は特徴を有する実施形態についての記載は、かかる構成要素又は特
徴の全て或いは何れかが必要であることを含意するものではない。それどころか、本発明
の多岐にわたる可能な実施形態を例示する為に、様々な任意選択的な構成要素を記載する
。明示的に別段の定めがない限り、どの構成要素又は特徴も必須又は必要でない。
【００５７】
　プロセスステップ、アルゴリズム等を特定の順序で説明し、又は特許請求の範囲に記載
する場合があるが、かかるプロセスは異なる順序で機能するように構成することができる
。つまり、明示的に説明し又は特許請求の範囲に記載することができるステップの如何な
る順番又は順序も、ステップをその順序で行う要件を必ずしも示すわけではない。本明細
書に記載するプロセスのステップは、あり得る任意の順序で実行することができる。更に
、一部のステップは、（例えば或るステップを他のステップの後に記載することを理由に
）非同時的に起こるものとして説明し又は暗示していても、同時に実行することができる
。更に、図面の描写によるプロセスの例示は、図示のプロセスがそのプロセスに対する他
の改変及び修正を除外することを意味せず、図示のプロセス又はそのステップの何れかが
本発明に必要であることを意味せず、図示のプロセスが好ましいことも意味しない。
【００５８】
　複数のステップを含むものとしてプロセスを記載する場合もあるが、そのことはそれら
のステップの全て又は何れかが好ましい、必須である、又は必要であることを含意しない
。記載する本発明の範囲内の他の様々な実施形態が、記載するステップの一部又は全てを
省いた他のプロセスを含む。明示的に別段の定めがない限り、どのステップも必須又は必
要ではない。
【００５９】
　プロセスを単独で又は他の製品若しくは方法を参照することなしに記載する場合がある
が、一実施形態では、プロセスが他の製品又は方法と相互作用することができる。例えば
かかる相互作用には、或るビジネスモデルを別のビジネスモデルに結び付けることが含ま
れ得る。かかる相互作用は、プロセスの柔軟性又は望ましさを高める為に行うことができ
る。
【００６０】
　複数の構成要素、側面、品質、特性、及び／又は特徴を含むものとして製品を記載する
場合があるが、このことは、これら複数のうちの何れか又は全てが好ましい、必須である
、若しくは必要であることを示すものではない。記載する本発明の範囲内の他の様々な実
施形態が、記載する複数の一部又は全てを省いた他の製品を含む。
【００６１】
　明示的に別段の定めがない限り、列挙される（番号付けされていてもいなくても良い）
アイテムの一覧は、それらのアイテムの何れか又は全てが相互排除的であることを意味す
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るものではない。同様に、明示的に別段の定めがない限り、列挙される（番号付けされて
いてもいなくても良い）アイテムの一覧は、それらのアイテムの何れか又は全てが任意の
カテゴリを網羅することを意味するものではない。例えば列挙される一覧、「コンピュー
タ、ラップトップ、ＰＤＡ」は、その一覧の３つのアイテムの何れか又は全てが相互排除
的であることを意味せず、その一覧の３つのアイテムの何れか又は全てが任意のカテゴリ
を網羅することも意味しない。
【００６２】
　列挙される（番号付けされていてもいなくても良い）アイテムの一覧は、それらのアイ
テムの何れか又は全てが互いに均等であること、又は互いに容易に置換されることを意味
するものではない。
【００６３】
　全ての実施形態は例示的であり、本発明又は任意の実施形態が場合に応じて作成され、
若しくは実行されたことを意味するものではない。
【００６４】
Ｖ．コンピューティング
　本明細書に記載する様々なプロセスは、例えば適切にプログラムされた汎用コンピュー
タ、専用コンピュータ、及び計算装置によって実施できることが当業者に容易に明らかに
なる。典型的には、プロセッサ（例えば１つ又は複数のマイクロプロセッサ、１個又は複
数個のマイクロコントローラ、１個又は複数個のデジタル信号プロセッサ）が（例えばメ
モリ等の装置から）命令を受け取り、それらの命令を実行し、それによりそれらの命令が
定める１つ又は複数のプロセスを実行する。命令は、例えば１つ又は複数のコンピュータ
プログラム、１つ又は複数のスクリプトによって具体化することができる。
【００６５】
　用語「計算」は、ソフトウェアアルゴリズムに従ってプロセッサを使用して算出するこ
とを意味するものとする。
【００６６】
　「プロセッサ」は、そのアーキテクチャ（例えばチップレベルマルチプロセッシング又
はマルチコア、ＲＩＳＣ、ＣＩＳＣ、パイプラインステージがインターロックされないマ
イクロプロセッサ、パイプライン構成、同時マルチスレッディング、統合グラフィック処
理装置を有するマイクロプロセッサ、ＧＰＧＰＵ）に関係なく、１個又は複数個のマイク
ロプロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ）、計算装置、マイクロコントローラ、デジタル信
号プロセッサ、グラフィック処理装置（ＧＰＵ）、若しくは同様の装置、又はその任意の
組合せを意味する。
【００６７】
　「計算装置」は、そのアーキテクチャ（例えばチップレベルマルチプロセッシング又は
マルチコア、ＲＩＳＣ、ＣＩＳＣ、パイプラインステージがインターロックされないマイ
クロプロセッサ、パイプライン構成、同時マルチスレッディング）に関係なく、１個又は
複数個のマイクロプロセッサ、中央処理装置（ＣＰＵ）、計算装置、マイクロコントロー
ラ、デジタル信号プロセッサ、グラフィックカード、携帯型ゲーム機、若しくは同様の装
置、又はその任意の組合せを意味する。
【００６８】
　従ってプロセスについての記述は、同様にそのプロセスを実行する為の機器についての
記述である。プロセスを実行する機器には、例えばプロセッサや、プロセスを実行するの
に適した入力装置及び出力装置が含まれ得る。例えばプロセスについての記述は、プロセ
ッサと、プロセッサによって実行されるとき、方法を実行するようにプロセッサに指示す
る命令を含むプログラムを記憶するメモリとを含む機器についての記述である。
【００６９】
　プロセスを実行する機器は、そのプロセスを実行する為に一緒に動作する複数の計算装
置を含むことができる。計算装置の一部は、プロセスの各ステップを実行する為に一緒に
動作することができ、プロセスの別々のステップに取り組むことができ、プロセスの性能
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を促進し得る他の計算装置、基礎を成すサービスを提供することができる。かかる計算装
置は中央機関の命令の下で機能することができる。別の実施形態では、かかる計算装置が
中央機関の命令なしに機能することができる。これらの方法の一部又は全てにおいて動作
し得る機器の一部の例には、グリッドコンピュータシステム、クラウドコンピュータシス
テム、ピアツーピアコンピュータシステム、ソフトウェアをサービスとして提供するよう
に構成されるコンピュータシステム等が含まれ得る。例えばその機器は、自らの処理負荷
の大部分をリモートサーバ上で実行するが、ＶＭｗａｒｅソフトウェアを実行するコンピ
ュータシステム等のローカルユーザコンピュータに表示情報を出力し、かかるローカルユ
ーザコンピュータからユーザ入力情報を受け取るコンピュータシステムを含み得る。
【００７０】
　更に、かかる方法を実施するプログラムは（並びに他の種類のデータ）は、多岐にわた
る媒体（例えばコンピュータ可読媒体）を用いて幾つもの方法で記憶し伝送することがで
きる。一部の実施形態では、様々な実施形態のプロセスを実施することができるソフトウ
ェア命令の一部又は全ての代わりに、又はそれと組み合わせて、配線回路又はカスタムハ
ードウェアを用いることができる。従って、ソフトウェアのみではなく、ハードウェアと
ソフトウェアとの様々な組合せを用いることができる。
【００７１】
　用語「コンピュータ可読媒体」は、コンピュータ、プロセッサ、又は同様の装置が読み
取ることができるデータ（例えば命令、データ構造）を提供することに関与する任意の媒
体、複数の媒体、又は様々な媒体の組合せを指す。かかる媒体は、これのみに限定されな
いが、不揮発性媒体、揮発性媒体、及び伝送媒体を含む多くの形態を取ることができる。
不揮発性媒体には、例えば光ディスクや磁気ディスク及び他の永続メモリが含まれる。揮
発性媒体には、典型的にはメインメモリを構成するダイナミックランダムアクセスメモリ
（ＤＲＡＭ）が含まれる。伝送媒体には、プロセッサに結合されるシステムバスを構成す
る線を含む、同軸ケーブル、銅線、及び光ファイバが含まれる。伝送媒体は、音波、光波
、及び無線周波（ＲＦ）や赤外（ＩＲ）データ通信中に生じるもの等、電磁放射を含み又
は伝えることができる。コンピュータ可読媒体の一般的な形態には、例えばフロッピディ
スク、フレキシブルディスク、ハードディスク、磁気テープ、他の任意の磁気媒体、ＣＤ
－ＲＯＭ、ＤＶＤ、他の任意の光学媒体、パンチカード、紙テープ、孔のパターンを有す
る他の任意の物理媒体、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ、フラッシュＥＥＰＲＯＭ、他の
任意のメモリチップ又はカートリッジ、以下に記載する搬送波、又はコンピュータが読取
り可能な他の任意の媒体が含まれる。
【００７２】
　用語「有形コンピュータ可読媒体」は、光ディスクや磁気ディスク等のハードウェア構
成要素を含む「コンピュータ可読媒体」を指す。
【００７３】
　データ（例えば一連の命令）をプロセッサに運ぶ際、様々な形態のコンピュータ可読媒
体を使用することができる。例えばデータは、（ｉ）ＲＡＭからプロセッサに送ることが
でき、（ｉｉ）無線伝送媒体を介して運ぶことができ、（ｉｉｉ）イーサネット（登録商
標）（又はＩＥＥＥ８０２．３）、ＷｉＦｉアライアンスによって承認されていようがい
まいがＩＥＥＥ８０２．１１規格によって定められる無線ローカルエリアネットワーク通
信、ＳＡＰ、ＡＴＰ、ブルートゥース（商標）、ＴＣＰ／ＩＰ、ＴＤＭＡ、ＣＤＭＡ、３
Ｇ等、数多くの形式、規格、又はプロトコルに従ってフォーマットし且つ／又は伝送する
ことができ、且つ／又は（ｉｖ）当技術分野で良く知られている様々な方法の何れかで暗
号化し、プライバシを保護し又は不正を防止することができる。
【００７４】
　用語「データベース」は、取得可能な形式で記憶される、電子的に記憶された任意のデ
ータ集合を指す。
【００７５】
　用語「データ構造」は、コンピュータ等のハードウェアマシン内のデータベースを指す
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。
【００７６】
　用語「ネットワーク」は、通信経路によって相互接続される一連のポイント又はノード
を意味する。例えばネットワークは、１つ又は複数の有線通信経路及び／又は無線通信経
路によって相互接続される、複数のコンピュータ又は通信装置を含むことができる。ネッ
トワークは他のネットワークと相互接続し、サブネットワークを含むことができる。
【００７７】
　用語「所定の」は、前もって、例えば現時点又は目下の動作よりも前に決められること
を意味する。例えば「所定の値を表示する」という語句は、表示の動作よりも前に決めら
れた値を表示することを意味する。
【００７８】
　用語「条件」は、（１）合意の履行が依拠する前提、又は（２）或る事の出現又は発生
に必須の他の事を意味する。
【００７９】
　用語「取引」は、（１）商品、サービス、又は資金のやり取り若しくは移転、又は（２
）互いに互恵的に作用し又は影響する２つの当事者又は事が関与する伝達行為若しくは伝
達活動を意味する。
【００８０】
　従ってプロセスについての記述は、同様にそのプロセスを実行する為のプログラムを記
憶するコンピュータ可読媒体についての記述である。コンピュータ可読媒体は、本方法を
実行するのに適したそれらのプログラム要素を（任意の適切な形式で）記憶することがで
きる。例えば、或るプロセスについての記述は、プロセッサによって実行されるとき、方
法を実行するようにプロセッサに指示する命令を含むプログラムを記憶するコンピュータ
可読記憶媒体についての記述である。
【００８１】
　プロセス内の様々なステップについての記述が、記載する全てのステップが必要である
ことを示さないのと同様に、機器の実施形態は、記載するプロセスの（必ずしも全てでは
ないが）一部を実行するように動作可能なコンピュータ又は計算装置を含む。
【００８２】
　同じく、プロセス内の様々なステップについての記述が、記載する全てのステップが必
要であることを示さないのと同様に、プログラム又はデータ構造を記憶するコンピュータ
可読媒体の実施形態は、記載するプロセスの（必ずしも全てではないが）一部を実行時に
プロセッサに実行させることができるプログラムを記憶するコンピュータ可読媒体を含む
。
【００８３】
　データベースについて記述する場合、（ｉ）記載するデータベースに対する代替的デー
タベース構造を容易に用いることができ、（ｉｉ）データベース以外の他のメモリ構造を
容易に用いることができることを当業者なら理解されよう。本明細書で示す任意のサンプ
ルデータベースについての如何なる例示又は説明も、記憶されている情報表現の例示的構
成である。例えば図面に示す表や他の箇所で提案するもの以外に、任意の数の他の構成を
使用することができる。同様に、例示する如何なるデータベースのエントリも例示的情報
を表すに過ぎず、当業者はエントリの数及び内容が本明細書に記載の数及び内容と異なっ
ても良いことを理解されよう。更に、表としてのデータベースの任意の記述をよそに、本
明細書に記載のデータの種類を記憶し操作する為に、（リレーショナルデータベース、オ
ブジェクトベースモデル、及び／又は分散データベースを含む）他の形式を使用すること
ができる。同様に、本明細書に記載のもの等、様々なプロセスを実施する為にオブジェク
トメソッド又はデータベースの動作を用いることができる。更に、データベースは局所的
に、又はかかるデータベース内のデータにアクセスする装置から遠隔的に、知られている
方法で記憶することができる。
【００８４】
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　様々な実施形態は、１つ又は複数の装置と（例えば通信ネットワークを介して）通信す
るコンピュータを含む、ネットワーク環境内で機能するように構成することができる。コ
ンピュータはそれらの装置と直接、又は任意の有線媒体若しくは無線媒体（例えばインタ
ーネット、ＬＡＮ、ＷＡＮ又はイーサネット、トークンリング、電話回線、ケーブル回線
、無線チャネル、光通信回線、商用オンラインサービスプロバイダ、掲示板システム、衛
星通信回線、上記のものの任意の組合せ）を介して間接的に通信することができる。装置
のそれぞれは、それ自体がコンピュータ、又はコンピュータと通信するようになされるイ
ンテル（登録商標）、ペンティアム（登録商標）、セントリーノ（商標）、アトム（商標
）、又はコア（商標）プロセッサに基づくもの等、他の計算装置を含むことができる。任
意の数及び種類の装置がコンピュータと通信することができる。
【００８５】
　一実施形態では、サーバコンピュータ又は集中的権限が必要でなく、又は望ましくない
場合がある。例えば本発明は、一実施形態では集中的権限なしに１つ又は複数の装置上で
実施することができる。かかる実施形態では、サーバコンピュータによって実行されるも
のとして本明細書に記載する如何なる機能も、サーバコンピュータ上に記憶されるものと
して記載する如何なるデータも、代わりに１つ又は複数のかかる装置によって実行し、又
は１つ又は複数のかかる装置上に記憶することができる。
【００８６】
　プロセスについて記述する場合、一実施形態では、プロセスがユーザによる一切の介入
なしに機能することができる。別の実施形態では、プロセスが何らかの人間による介入を
含む（例えば或るステップが人間によって実行され、又は人間の助けを借りて実行される
）。
【００８７】
　本明細書で使用するとき、用語「暗号化」は、特別な知識なしに情報を容易に理解する
ことができないように、情報を不明瞭にし又は隠す為のプロセスを指す。暗号化のプロセ
スは、平文と呼ばれる未加工情報を暗号化情報へと変換することができる。暗号化情報は
暗号文と呼ばれる場合があり、平文を暗号文に変換する為のアルゴリズムを暗号と呼ぶこ
とができる。暗号は、暗号文を平文に変換する逆の動作を実行する為にも使用することが
できる。暗号の例には、換字暗号、転置暗号、及びロータマシンを使用して実施される暗
号が含まれる。
【００８８】
　様々な暗号方式において、暗号は鍵と呼ばれる補足的情報片を必要とする場合がある。
鍵は例えば一連のビットで構成され得る。平文を暗号化する為に、鍵を暗号と組み合わせ
て使用することができる。暗号文を復号する為に、鍵を暗号と組み合わせて使用すること
もできる。対称鍵アルゴリズム（例えば秘密鍵暗号）と呼ばれる暗号のカテゴリでは、暗
号化及び復号の両方で同じ鍵を使用する。従って、暗号化情報の秘密性は鍵が秘密に保た
れることに依存し得る。対称鍵アルゴリズムの例は、ＤＥＳ及びＡＥＳである。非対称鍵
アルゴリズム（例えば公開鍵暗号）と呼ばれる暗号のカテゴリでは、暗号化及び復号で異
なる鍵を使用する。非対称鍵アルゴリズムでは、公衆の任意のメンバが第１の鍵（例えば
公開鍵）を使用して平文を暗号文に暗号化することができる。しかし、第２の鍵（例えば
秘密鍵）の保持者のみがその暗号文を平文に復号することができる。非対称鍵アルゴリズ
ムの一例はＲＳＡアルゴリズムである。
【００８９】
ＶＩ．継続出願
　本開示は、幾つかの実施形態及び／又は発明の権限付与的記述を当業者に与える。これ
らの実施形態及び／又は発明の一部は本願では権利を主張しない場合があるが、本願の優
先権の利益を主張する１つ又は複数の継続出願において権利を主張することができる。
【００９０】
　出願人は、開示され使用可能にされているが、本願では権利を主張しない内容の特許を
追及する為に、更なる出願を申請する予定である。
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【００９１】
ＶＩＩ．米国特許法第１１２条第６項
　請求項の中で、「～の為の手段」又は「～の為のステップ」という語句を含む請求項の
限定は、米国特許法第１１２条第６項がその限定に適用されることを意味する。
【００９２】
　請求項の中で、「～の為の手段」又は「～の為のステップ」という語句を含まない請求
項の限定は、その限定が或る機能を、かかる機能を実行する為の構造、材料、又は行為の
列挙なしに記述するかどうかに関係なく、米国特許法第１１２条第６項がその限定に適用
されないことを意味する。例えば、請求項の中で、その請求項の又は別の請求項の１つ若
しくは複数のステップに言及する際に「～のステップ（ｓｔｅｐ　ｏｆ）という語句又は
「～のステップ（ｓｔｅｐｓ　ｏｆ）」という語句を単に用いることは、米国特許法第１
１２条第６項がそのステップに適用されることを意味しない。
【００９３】
　米国特許法第１１２条第６項による指定の機能を実行する為の手段又はステップに関し
、本明細書に記載の対応する構造、材料、又は行為、及びその均等物は、指定の機能と共
に追加の機能を実行しても良い。
【００９４】
　コンピュータ、プロセッサ、計算装置、及び同様の製品は、多岐にわたる機能を実行す
ることができる構造である。かかる製品は、その製品のメモリ装置内又はその製品がアク
セスするメモリ装置内に記憶されたプログラム等、１つ又は複数のプログラムを実行する
ことにより指定の機能を実行するように動作可能であり得る。明示的に別段の定めがない
限り、かかるプログラムは、本願の中で開示している場合がある或る特定のアルゴリズム
等、或る特定のアルゴリズムに基づく必要はない。指定の機能を様々なアルゴリズムによ
って実施することができ、幾つかの異なるアルゴリズムのどれも、指定の機能を実行する
為の単なる設計選択であることが当業者に良く知られている。
【００９５】
　従って米国特許法第１１２条第６項による、指定の機能を実行する為の手段又はステッ
プに関し、指定の機能に対応する構造には、指定の機能を実行するようにプログラムされ
た任意の製品が含まれる。かかる構造には、その機能を実行するプログラム済み製品が含
まれ、その製品が（ｉ）その機能を実行する為の開示したアルゴリズム、（ｉｉ）開示し
たアルゴリズムと類似のアルゴリズム、又は（ｉｉｉ）その機能を実行する為の異なるア
ルゴリズムでプログラムされるかどうかは関係ない。
【００９６】
　方法で或る機能を実行する為の手段について記述する場合、その方法を実行する為の或
る構造には、その機能を実行する為に適切なハードウェアでプログラムされ且つ／又は構
成される計算装置（例えば汎用コンピュータ）が含まれる。
【００９７】
　当業者なら理解するように、他のアルゴリズムによってその機能を実行する為に適切な
ハードウェアでプログラムされ且つ／又は構成される計算装置（例えば汎用コンピュータ
）も含まれる。
【００９８】
ＶＩＩＩ．権利放棄
　特定の実施形態への数多くの言及は、追加の様々な実施形態の権利放棄又は否定を意味
するものではなく、同様に、特定の特徴を全てが含む実施形態の説明への言及は、その特
定の特徴を含まない実施形態の権利放棄又は否定を意味するものではない。本願における
明確な権利放棄又は否定は、「含まない」又は「実行することができない」という語句に
よって前置きされる。
【００９９】
ＩＸ．参照による援用
　本明細書で言及する如何なる特許、特許出願、又は他の文献も、米国特許法第１１２条
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第１項による記述及び権限付与性のみを目的として参照により本開示の一部として本願に
援用し、そのような参照による援用なしでは当業者が通常の意味を突き止めることができ
ない場合を除き、決して本願の如何なる用語も限定し、定義し、又は他の方法で解釈する
為に用いるべきではない。かかる当業者は、参考文献の中で与えられる如何なる実施形態
によっても決して限定されている必要はない。逆に、本願で示す定義は、参照により本明
細書に援用する任意の文献の任意の用語を限定し、定義し、又は他の方法で解釈する為に
用いるべきではない。本願で明確に記載する定義は、その定義と相いれない可能性がある
特定の実施形態の記述があったとしても支配的である。
【０１００】
　本願で明示的に別段の定めがない限り、参照による如何なる援用もそれ自体、援用する
如何なる特許、特許出願、又は他の文献に含まれる任意の記述、意見、論証、又は特徴付
けの如何なる保証、承認、又は黙従も含意しない。
【０１０１】
Ｘ．審査経過
　本願（特許請求の範囲を含む）を解釈する際、本願に関係すると見なされる他の特許出
願があるかどうかにかかわらず、及び本願と優先権の主張を共有する他の特許出願がある
かどうかにかかわらず、当業者は他の任意の特許又は特許出願ではなく本願の審査経過を
参照すべきである。
【０１０２】
　様々な実施形態によれば、（例えばフェイスブックと同様の）ソーシャルネットワーキ
ングウェブサイト等のネットワーク上で投資アカウントを作成し、アクティブに管理する
ことができ、ユーザは現金（及び／又は株式、債権、金融派生商品等の他の金融商品）を
含む個人アカウント及びグループアカウントを作成し、管理することができる。アカウン
ト内に入金可能な資金額を制限するリスク制限アカウント、ＬＲＡを作成することができ
る。ＬＲＡはその性質上、作成及び監督により低い規制上の要件を有する場合があり、既
存の規制環境の下では自身の投資決定を管理するのが困難であると考える若者層を引き付
けることを意図する。作成することができる例示的アカウントは、個人の取引アカウント
、年金アカウント、ヘッジファンド、グループ取引アカウント（例えば株式市場で取り引
きする為に資産をプールするユーザ群）、専用グループアカウント（例えば特定のパーテ
ィやイベントの資金を出す為のアカウント）、並びに他の投資アカウント及び／又は他の
アカウントを含む。ユーザは、フェイスブック等の他のサイト上でグループを作成し、グ
ループに参加するのと同様の方法でアカウントを作成し、アカウントに参加することがで
きる。ユーザは、特定のユーザ又はユーザ群がアカウント又はアカウントに関する情報に
アクセスするのをブロックすることもできる。
【０１０３】
　様々な実施形態によれば、例えばソーシャルネットワーク内でグループアカウントを作
成し、管理する為の方法、機器、及びコンピュータ可読媒体が提供される。アカウントを
作成する為の要求を第１のユーザから受け取ることができる。そのアカウントの複数のア
カウントホルダの指定を第１のユーザから受け取ることができる。アカウント資産をアカ
ウント外に移すことを許可された複数のアカウントホルダのうちの一部の指定を第１のユ
ーザから受け取ることができる。その複数のアカウントホルダの一部は、第２のユーザを
含み得る。アカウントホルダをアカウントに追加し、又はアカウントから除去できる方法
を定める規則の指定を第１のユーザから受け取ることができる。アカウントをアクティブ
にすることができる。アカウントの資産を取り引きする為の要求を第２のユーザから受け
取ることができる。要求された取引を行うことができる。アカウントホルダを追加し又は
除去できる方法を定める規則に従い、新たなアカウントホルダをアカウントに追加するこ
とができる。
【０１０４】
　一部の実施形態では、ドル預託証券の売りを提供することができる。提供の動作は、ド
ル預託証券に関する情報を表示装置に表示させることを含み得る。ドル預託証券は、取引
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所で取り引きされる金融商品の部分的権益を表し得る。情報は、ドル預託証券の値付けに
関連する時間及び金融商品の指示を含み得る。第１の量のドル預託証券を買う為の要求を
第２のユーザから受け取ることができる。その第１の量のドル預託証券に対する支払を第
１のユーザから受け取ることができる。第１の量のドル預託証券の所有権を有する証拠を
ユーザに伝送することができる。
【０１０５】
　一部の実施形態では、アカウントがレポ取引に関与することができる。
【０１０６】
　一部の実施形態では、アカウント／資金が複数のユーザによって所有され、又は共有さ
れ得る。アカウントの所有権を「持分」に分けることができ、持分は例えば「移す」ボタ
ンをクリックすることにより、ソーシャルネットワークサイトの他のユーザに移すことが
できる。様々なユーザ及びユーザ群との間で及びそれらの者の間で、アカウント及びアカ
ウントの資産（株式、現金、他の資産）を買い、売り、又は取り引きすることができる。
アカウント及びアカウント資産は、システムが提供する製品やサービス等の価値と引き換
えにシステムによって交換され、償還されても良い。例えばシステムは、＄５０のアカウ
ント値（例えば株式や現金）と引き換えに、４枚の映画のチケット及び＄２０のマクドナ
ルドのギフト券を提供することができる。
【０１０７】
　一部の実施形態では、アカウントの一部を投資アカウントとすることができる。例えば
ユーザは、テクノロジ関連株式に投資する為のグループアカウントを作成することができ
る。アカウントの資金を使用して株式を購入する権限を様々なユーザに与えることができ
る。システムは、株式を選ぶ各ユーザのパフォーマンスを評価することができる。例えば
、パフォーマンスが良い株式を一貫して選ぶユーザは報酬ポイントを稼ぐことができ、又
は「スター」トレーダとしての資格を得ることができる。アカウントは、最も評価が高い
２名の株選定者のみがアカウント内で株式を売買する権限を有すると規定することができ
る。
【０１０８】
アカウントの作成及び管理
　一部の実施形態では、様々なパラメータにより、各ユーザアカウント及びグループアカ
ウントを確立し、管理し、さもなければ定めることができる。かかるパラメータは、チー
ム、名前、特権、ロゴ、符号化信号、帰属関係、撤回及び拒否権、並びに／又は契約義務
及び報酬の規則を含むことができる。かかるパラメータは、以下も含むことができる。
【０１０９】
　（１）グループアカウントを作成する為の任意の初期要件又は条件。例えば一部の実施
形態では、既定値の又は予め指定された数のユーザ（３人のユーザ等）若しくはユーザの
種類（例えば少なくとも１人の「スター投資家」）が、新規メンバを招待する権限を有す
る１人又は複数のユーザからの参加の招待を承認する場合にのみアカウントがアクティブ
になり得る。或いは、又は加えて、アカウントは、アクティブにされ得る前に資金又は資
産の最小閾値（例えば合計＄１０の現金、＄２０の資産、又は資産の決定価値に基づく総
計＄１５の現金及び資産）を必要とし得る。
【０１１０】
　（２）創立メンバ間のアカウント所有権の既定値の又は最初のパーセンテージ／配分、
及び／又は新規のユーザ若しくはエンティティがアカウントに参加するときの最初のパー
センテージ所有権を決定する為の規則。例えば、最初に参加するメンバは出資額に応じた
アカウントの比例的持分を共有することができる（例えば合計＄１００のアカウントに＄
２０、＄３０、及び＄５０出資している創立アカウントホルダは、アカウント資金の２０
％、３０％、及び５０％の持分をそれぞれ保持する）。一部の実施形態では、既存のグル
ープに参加するには非創立メンバが、例えばその後の期間のアカウント上の利益の所定の
パーセンテージを放棄する為に料金を支払い、又は利益をなしで済ませ、若しくは支払い
を行わなければならない場合がある。
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【０１１１】
　一部の実施形態では、「統括」アカウントホルダ又は投資アカウントホルダが、（例え
ば「統括」又は投資の責任に対して）アカウント所有権又は収入の所定のパーセンテージ
で（例えばアカウントの２％、又は資本利得や配当所得等の任意のアカウント収入の５％
）報酬を受け取れることを規則が定めることができる。一部の実施形態では、第三者への
報酬を規則が定めることができ、例えば収入の５％が、アカウントの投資を扱う外部の投
資家又は管理者に支払われ若しくはそれらの者のものになる。
【０１１２】
　（３）アカウントからの取引及び資金移動を管理する規則（例えばどのユーザが資金を
移動する権限を有するのか、及びどのような条件で）。例えばユーザは、「統括」ユーザ
として指定されたユーザのみがアカウント外に資金を移すことができることをアカウント
の作成中に定めることができる。一部の実施形態では、規則が例えば所与の期間の最大移
動額（例えば１日当たり又は１週間当たり、＄５又はアカウントの現在の現金残高の２０
％のうちの少ない方を上回らない額）を設定することができる。一部の実施形態では、ど
のユーザ又はユーザの種類（例えば指定の「統括」ユーザ）が、かかる資金を移すことが
できるのかを規則が定めることができる。一部の実施形態では、あらゆる移動又は一定の
基準を満たす任意の移動について、「統括」ユーザの全員若しくは過半数、又は全てのア
カウント参加者が合意しなければならないと規則が定めることができる（例えば金額が＄
５又はアカウントの現在の現金残高の２０％のうちの少ない方を上回り、従って統括ユー
ザ又は全てのアカウント参加者の過半数の承認を必要とする）。
【０１１３】
　（４）自らのアカウントの比例的所有権の全て又は一部を誰が、何時、及びどのように
ユーザが「清算」し、回収し、又は取引するのかを管理する規則。例えば、ユーザアカウ
ント統括者は何時でもアカウントを去ることができるが、他のユーザは１人の、一部の、
又は全ての統括ユーザ若しくはアカウント参加者から承認を得た場合にのみアカウントを
去り、清算できると規則が定めることができる。一部の実施形態では、アカウントの許可
されたトレーダが、離脱ユーザの現金又は資産をグループアカウントから離脱ユーザのア
カウントに移すことができる。一部の実施形態では、離脱ユーザが、自らの現金又は資産
を受け取るまで１日又は複数の取引日（例えば５営業日）待つことができる。
【０１１４】
　（５）どのユーザがアカウント内の株式を取り引きし、或いは資金を運用する権限を有
するのかを管理する規則。一部の実施形態では、グループが何を何時（例えば１日の終わ
り）売買するのかを（例えば電子的に）投票することができる。一部の実施形態では、初
期設定又はグループが、それらの決定を行う１人又は複数の「取引ユーザ」トレーダを指
名することができる。例えば一部の実施形態では、グループの最も高い「取引評価」（例
えば内部収益率や他の測定基準に基づくユーザの過去の取引運用成績の評価）を有するト
レーダ（又は上位２名、上位半分等）がグループを代表して取引に従事できることを規則
が定めることができる。一部の実施形態では、全てのユーザが取引できること、又はグル
ープメンバの１人（又は２人、別の人数、若しくは過半数）の承認を得れば任意のユーザ
がグループアカウントの資産を取り引きできることを規則が定めることができる。一部の
実施形態では、ユーザが取引を提案することができ、提案された取引を他の全てのグルー
プメンバに電子的に伝えることができ、そのグループメンバは提案された取引の承認又は
拒否で返答することができる。一部の実施形態では、全員が個々に取引を行うことができ
る。
【０１１５】
　（６）アカウント内の資金の取引及び用途に関する任意の制約。例えば、グループの投
資資金の用途を普通株式、優先株式、固定利付金融商品、金融派生商品、及び／又は他の
投資商品の取引のみに限定することができる。別の実施形態では、グループの「映画の外
出」の資金を、映画チケットの購入、軽食、シネプレックスや娯楽会場での任意の購入、
又は「娯楽」として分類される任意の購入に限定することができる。一部の実施形態では
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、サーバが（例えばアカウントから小売業者への振替による）取引を処理し、取引の種類
（例えば食べ物の購入）又はベンダの種類（例えば映画ベンダ、娯楽ベンダ、Ｅテイラ等
）を突き止めることができる。これらの取引を容易にする為に、小売商は登録して商品の
バンドルと引き換えにポートフォリオの資産を受け取る資格を満たすことができる。小売
商は、商品が入手可能であり、又は一定のパフォーマンス基準を満たすことに対して表彰
されるコンテストを創設することもできる。別の実施形態では、例えば異なる金融商品又
は取引の種類について取引をリアルタイムで行うか、１日の終わりに行うかを規則が定め
ることができる。他の規則は、特定の取引所又は競売プロセスに取引を導くことを管理す
ることができる。例えば規則は、一定の条件を満たしたグループとの間の取引又は選択さ
れた仲介者（例えばアカウント内で指定された仲介者や所定の基準を満たす仲介者）を介
した取引のみを許可することができる。
【０１１６】
　（７）アカウントに新規ユーザを加える為の任意の規則又は手続き。例えば（小学校、
高校、又は大学の）「２０１１年のクラス」一覧内のユーザのみがアカウントに参加でき
ると規則が定めることができる。又は、新規ユーザは参加できる前に、回収する権利を獲
得できる前に、及び１４日後にアカウントを去ることができる前に少なくとも＄１０出資
しなければならないと規則が定めることができる。又は規則は、ユーザが居住する若しく
は市民権を有する特定の都市、州、又は国を指定する必要等、ユーザに対する地理的制約
を定めることもできる。一部の実施形態では、アカウントを全ての国の全てのユーザに開
放することができ、又は全ての国に開放するが、他の制約を含む場合もある。文化的、宗
教的、又は社会的な類縁性の基準によって他の規則を定めることもできる。別の実施形態
では、慈善寄付の受取人になることによってユーザが創出され、不十分な原資を有する者
を貯蓄及び投資の為に市場に送り出すことができる。例えば、１つ又は複数の特定の慈善
事業（又は特定の種類の任意の慈善事業、若しくは慈善寄付を行う個人やグループ）によ
って指定される１人又は複数のユーザが、例えば本明細書に記載の一定の特権（例えば取
引特権）や他の指定の権利及び責任を伴ってアカウントに参加する資格を自動で得ること
ができると規則が定めることができる。一部の実施形態では、慈善事業／個人／グループ
が、例えば１人又は複数のユーザの代わりにアカウントに資金を寄付することができる。
別の実施形態では、とりわけ家族の車の購入資金を出す為に、１６歳の誕生日パーティ、
結婚式の資金を出す為に、又は祝賀イベントからプレゼントを受け取る為にアカウントを
作成することができる。
【０１１７】
　（８）任意の終了又は満了パラメータ。一部の実施形態では、アカウントが５人のアカ
ウントホルダ又は一定のドル額を下回る場合、アカウントが自動で清算し、比例配分した
収入を残りのユーザに配ることを規則が定めることができる。一部の実施形態では、何時
終了するのかを決定する為にグループが投票（例えば多数決投票）できると規則が定める
ことができる。一部の実施形態では、アカウントの終了時を決めることができるアカウン
トの「統括者」を（例えば多数決投票による選出によって、又は選出された統括者の不履
行に起因する指名によって）グループが指名することができる。一部の実施形態では、ア
カウントの「統括者」が、本明細書に記載の他の種類の規則の１つ若しくは複数又は全て
を変更し、又は指定することもできる。
【０１１８】
　（９）アカウントのパラメータをグループが作成し又は修正し得る方法に関する任意の
規則。一部の実施形態では、終了規則又は他の規則を変更するには、過半数又は三分の二
（又は他の比率）の投票が必要であることを規則が定めることができる。
【０１１９】
　（１０）メンバの追加及び削除に関する任意の規則（例えばグループはメンバを追加し
又は追放する為の過半数投票システムを確立することができ、又は特定のメンバのみが他
者を招待することができる）。
【０１２０】
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　（１１）グループアカウント及び構成メンバのアカウントに関する、表示特権及び他の
開示を管理する任意の規則。例えば、或るメンバが他のメンバの構成アカウント及び／又
はグループアカウントを見ることができるかどうかを指定の規則が管理することができる
。
【０１２１】
　（１２）グループメンバを表すロゴ、アバタ、又はニックネームの使用、及びグループ
内通信を管理する任意の規則。例えば、オンラインフォーラムを管理する為の当技術分野
で知られている（例えば不快な言葉、広告、スパム、通信の頻度及び質、管理者による管
理等に関する）任意の規則がかかる通信に適用され得る。
【０１２２】
　（１３）メンバによる自身のグループチームの名前付け、そのマスコット、色又はデザ
インの識別、ロゴ又は商標、及びそれに由来する報酬の形態を決定する任意の規則。例え
ば、最終投票の為にメンバがノミネーションを提出可能なノミネート期間後の過半数投票
による決定を規則が定めることができる。
【０１２３】
　本明細書の様々な規則及び意思決定手続きに関して「過半数投票」及び「統括者」によ
る管理について説明したが、本明細書に記載の任意の判断を決定する為に、或る結果を決
定する為の任意の政治的手続きが本明細書で使用され得ることを当業者なら理解すべきで
ある。例えば、決定を行う為に、委員会、議会運営手続き、独裁的管理、純粋民主主義、
寡頭制、選挙人団等の特徴、又は他の決定アルゴリズムを使用することができる。
【０１２４】
　（１４）相手方の取引権、ブローカ又は取引所の選択、及びそれが個人的であろうが、
性別、年齢、地理的、社会的、政治的、又は環境的であろうが類縁性の関連付け若しくは
グループの帰属関係に関する制約を管理する任意の規則。例えば、貸借はグループメンバ
の間でのみ行うことができ、グループをまたいで行うことはできず、又は一部のグループ
はポートフォリオの資産を共有することに決めることができる一方、別のグループは資産
の所有権を個人的に売買されるものに制限し、パフォーマンスを測定する為のみにポート
フォリオを追跡することができる。他の規則は、許容可能な取引相手の形成を範囲に含む
ことができ、それにより二次取引所を形成することができ、二次取引所の競争及びパフォ
ーマンスの測定を行うことができる。
【０１２５】
　（１５）任意のランキング、組合せ、又は手続きの為のリーグ若しくは競争の関連付け
を決定する任意の規則。例えば、特定の性別、年齢層、又は学校の関連付けの間で競争を
行うことができる（例えばハワード大学対ハーバード大学）。
【０１２６】
　（１６）ポートフォリオの管理者が、資産のプール並びに／又はポートフォリオ選択の
再構成、意思決定、及び投資を可能にするグループに参加できるようにする任意の規則。
例えば、様々な資金又はポートフォリオ群が、１つ又は複数のグループ、資金、又はポー
トフォリオ間で資産の組換えを可能にすることができる。一部の実施形態では、この特徴
が多様化目的で資産を交換することを調整し得る。
【０１２７】
　（１７）ユーザ又はユーザ群が、例えば金銭（例えばアカウント値）、商品、サービス
、特権、又は他の対価と引換可能であり得るポイント又は他の値を稼ぐことができる、又
は得ることができる方法を管理する任意の規則。例えば５取引日等の期間にわたりアカウ
ントの財務実績が指定のパラメータ（例えばＳ＆Ｐ５００等の指定の基準指標の収益率）
を上回る場合、アカウントが参照測定基準を上回るパーセントポイントごとに１００ポイ
ント等、アカウントの取引を担当する指定のトレーダが指定のポイント数を稼ぐことを規
則が定めることができる。このポイントは、アカウントの現金、アカウントの統括又は他
の意思決定権限（例えばグループアカウントの資金をどのように使うのかに関する統括権
、例えば映画とは対照的にピザパーティによって）、アカウントの決定を行う為に投票す
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る際の１つ又は複数の「追加の」票、又はアカウントに寄付され若しくはアカウントの資
金によって購入される賞品（例えばアカウントに寄付されるキャンディーバーや、許可さ
れたアカウントスペンダによってアカウントの資金で購入されるキャンディーバー）、又
は条件を満たした小売商から報酬として受け取られる賞品と引換可能であり得る。他の賞
は、教育機関、慈善団、又は金融機関によって提供される奨学金であり得る。
【０１２８】
　（１８）パフォーマンス、例えば１つ又は複数のユーザ又はアカウントの財務実績を測
定する（例えば１人又は複数のユーザによる取引活動の収益率又は他のパフォーマンス測
定基準を測定する為の）方法を管理する任意の規則。例えば、投資アカウントの投資成果
を内部収益率によって、又は指定の指標（例えばＳ＆Ｐ５００）、別のアカウント（例え
ばユーザＡが作成した「投資アカウントＸＹＺ」）、仲間、若しくは競争業者と比較した
パフォーマンスによって測定すべきであると規則が定めることができる。
【０１２９】
　（１９）アカウント規則の罰則及び施行を管理する任意の規則。例えば一部の実施形態
では、１人若しくは複数又は過半数の「統括」ユーザの投票によって、又は全てのアカウ
ント参加者の投票によって規則違反が判定され得る。例えば、アカウントの特定のメンバ
が取引規則を破ったことを認める為にグループの過半数が投票し得る。その場合、一部の
実施形態では制裁を課すことができる。
【０１３０】
　（２０）借入、貸付、及びレポ取引を管理する任意の規則。例えば一部の実施形態では
、相手方がとりわけ単一のグループ、類縁団体、リーグメンバ、地理的位置に関係するこ
とを要求される場合がある。金額、種類、制限時間、許可された人物を管理するパラメー
タ、並びにアカウント資産を借りること、アカウント資産を貸すこと、及びレポ取引に従
事することに関連する他のパラメータを規則が定めることができる。
【０１３１】
　一部の実施形態では、例えばアカウント規定セッション中にサーバに電子的に結合され
るインターフェイスにおいてそれらのパラメータを電子的に入力することにより、上記の
パラメータの１つ又は複数を例えば１人又は複数のユーザが指定することができる。例え
ばサーバは、上記の１つ若しくは複数又は全てによるパラメータを入力するように１人又
は複数のユーザを促すことができる。一部の実施形態では、潜在的な及び現在のアカウン
トホルダに規則を表示することができる。
【０１３２】
　例えば一部の実施形態では、第１のユーザが「金曜日の夜の映画」アカウントを作成し
、そこに資金を＄１０出すことができる。次いで第１のユーザは、それぞれ＄１０出資す
ることによってアカウントに参加するように、６人の友人を招待することができる。それ
らのユーザのうちの５人が、それぞれ＄１０出資することによって参加し得る。その後、
１人が（例えば自らの＄１０の出資を自らの個人アカウントに戻すことによって）清算し
、別のユーザが自らの＄１０の割当分を別の友人の「金曜日の夜のピザ」アカウントに移
すことができる。映画がある金曜日の夜、第１のユーザは金曜日の夜の映画の為に残りの
＄４０を使用して映画のチケットを４枚購入することができる。土曜日にそのアカウント
が満了することができ、残っている任意の資金を残りの４人のアカウントホルダの間で均
等に分けることができる。
【０１３３】
　一部の実施形態では、各ユーザ（子や、例えばその子に関連する参加者等）が（例えば
別の子のアカウントと実際面で決して混合されない資金を有する）別のアカウントを保持
できるが、複数の個人構成アカウントを含む「グループポートフォリオ」アカウントがあ
り得る。例えば、ポートフォリオの利益（及び損失）を例えば一定の比率に応じて分配す
る為に、複数の子が自らの個人アカウントをアカウントのポートフォリオに結び付けるこ
とができる。従って、第１の子は第１のアカウント内に（例えば＄２０の商品の現在の市
場価値／取引価格によって見積もられ、又はグーグル株の部分的権益に実際のグーグル株
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の現在の市場価値／取引価格を掛けることによって見積もられる）＄２０の価値のグーグ
ル株を有することができ、第２の子は第２のアカウント内に＄１００の価値のアップル株
を有することができ、第１の子及び第２の子は自らのアカウントを利益分配ポートフォリ
オにプールすることができる。第１の子及び第２の子は、ポートフォリオへの参加時の自
身の投資の市場価値によって見積もられる自らのポートフォリオの比例的持分に基づき、
ポートフォリオ値の利得（及び損失）を分けることに合意することができる。第２の子の
（出資時に見積もられる）出資の市場価値が第１の子の出資の４倍になる場合、この２人
の子は２０／８０の分割、例えば第１の子が２０％、第２の子が８０％に合意することが
できる。アップル株の価値が上昇するがグーグル株の価値が著しく下落し、その結果第１
のアカウントが＄５０減る一方で第２のアカウントが＄１５０増える場合、２つのアカウ
ントは正味＄１００の利得をポートフォリオ内の２０／８０の分割に従って分配すること
になる。これらの子は、一方又は他方の子が清算することに決めるときや他の方法でポー
トフォリオを去ることに決めるとき等、将来の或る指定の時点における自らの比例的出資
に基づいて利得（又は損失）を第１のアカウント及び第２のアカウントに割り振ることが
できることに合意しても良い。
【０１３４】
　一部の実施形態では、他のユーザ（子や、例えばその子に関連する参加者等）がポート
フォリオに参加し、参加時の自らの比例的出資に応じてポートフォリオを共有することが
できる。子は（例えば上記の１～１０に記載の）規則及びポリシに合意することができる
。第１の子がポートフォリオを去ることに決める場合、第１のアカウントが適切な利得（
又は損失）額を保持するように第１のアカウントに貸方記入（又は借方記入）する。かか
る離脱の状況にもよるが、離脱する子のアカウントが正しい値を保持し、残りのポートフ
ォリオも正しい値を含むように、システムはその子のアカウント内の１つ又は複数の株を
売ること、様々な子のアカウント間で現金又は株を移動すること、或いはアカウント間で
調整し、資金を再分配することをトリガすることができる。一部の実施形態では、全ての
子のアカウントが正しい金額を含むように、離脱する子のアカウントが調整（例えば１人
又は複数の子のアカウントとの間の移動及び／又は取引を含む）をトリガする場合がある
。しかし、取引費用を最小限にする為に、一部の実施形態は、子のアカウントがその比例
的市場持分から逸脱し、その子が離脱するときにのみその比例的持分に調整することを可
能にし得る。ポートフォリオ及び／又は構成アカウントには１つ又は複数の料金、例えば
ポートフォリオアカウントへの参加料、取引／仲介料や他の料金を課すことができる。
【０１３５】
　一部の実施形態では、各アカウントが他のアカウントと同じ資産残高を有するように、
システムがアカウント間の内部振替を引き起こすことによって構成アカウントを「正規化
」することができる。例えば、総グループポートフォリオがグーグルのＤＤＲ株を２０、
及びアップルのＤＤＲ株を１０含み、それぞれがグーグル及びアップルのＤＤＲ株（又は
それらの株の価値がある端株ドル額（ｆｒａｃｔｉｏｎａｌ　ｄｏｌｌａｒ　ａｍｏｕｎ
ｔｓ））を２：１の比率で有するように、システムが構成アカウント間の振替を引き起こ
すことができる。この「正規化」プロセスは、アカウントをポートフォリオに加えた時点
で、アカウントがポートフォリオを去るとき、或る閾値のユーザ数がアカウントに参加し
た後、アカウントが他のユーザに公開されなくなるとき、又は毎日や毎月等の別の時点で
行うことができる。
【０１３６】
ドル預託証券（「ＤＤＲ」）及び部分所有権
　「ドル預託証券」（又は「ＤＤＲ」）とは、決まったドル額の金融商品、商品、ポート
フォリオ、投資信託、金融派生商品、例えば本明細書に記載の物理的資産、及び価値のあ
る資産又は取引可能エンティティを意味する。
【０１３７】
　一部の実施形態では、ユーザ及びグループアカウントが、グーグル株式の株の１／５０
に等しい株式の分割株（即ちグーグル株式の＄５００の株のうちの＄１０部分）のドル額
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を「所有」することができる。例えばブローカはグーグル株式の＄５００の株を５０個の
下位部分に分割し、各下位部分の権利をそれぞれ＄１０で（又は５００個の下位部分をそ
れぞれ＄１で）ユーザに売ることができる。（ブローカは株の所有権を保持することがで
きる。）分割株は、例えば市場価格に関連する価格で又は取引所を介してブローカとの間
で売買することができる。（一部の実施形態では、ブローカがこのサービスを提供する為
の料金若しくは価格プレミアムを課すことができ、又は広告主、慈善団体、取引所、スポ
ンサ、若しくは子の親によって料金が支払われても良い）。その結果生じる分割株のドル
額の「所有権」、様々なユーザの間のＤＤＲの数、及びユーザ作成アカウントをブローカ
が追跡する。一部の実施形態では、ＤＤＲをユーザ間で取引し、アカウント間で移動させ
ることができる。結果として生じる端株を誰が所有するのかをブローカが追跡できるよう
に、システムは如何なる移動も追跡し、所有権をもつブローカ、手形交換所、又は取引所
にそれを報告する。ブローカは、ユーザがＤＤＲを所有できるようにする為に僅かな料金
をユーザに課すことができる。
【０１３８】
　一部の実施形態では、作成され得るものには、ＤＤＲ換算用の可変換算レート及び可変
量の資産の為の固定値の販売価格が含まれ得る。ＤＤＲのポジションは元の換算レートを
保持することができる。これにより価格を一定に保つことができるが、売買用の商品のバ
ンドルのサイズが変わり得る。この種のＤＤＲは、一部の人が決まった量（例えば１つの
、１００の、又は０．２のような端数量の有価証券）ではなく、決まったドル額のアイテ
ム（例えば「価値が＄２０のグーグル株」）を売買したいという考えに合致し得る。この
考えは、初めて通貨単位を知り、自らの許容支出額の資金計画を立てる若い世代に特に関
連し、それらの者にとっては「０．１６８２３のグーグル株」の取引よりも「＄１０のグ
ーグル株」の取引の方が理解し易い可能性がある。
【０１３９】
　基礎を成す金融商品（例えば株式）及びその部分的権益の実際の所有権は、エンドユー
ザ、ブローカ、発行元の当事者や政府（例えばアップルはアップル株を保持することがで
きる）、アカウントプロバイダ（例えば本明細書に記載のユーザアカウント及びグループ
アカウントを提供する銀行）、グループ又はユーザアカウント、１人又は複数の個人ユー
ザ等、１つ又は複数の当事者によって保持され若しくは所有され得る。一部の実施形態で
は、これらのエンティティの１つ（ブローカやアカウントプロバイダ等）が分割株又は全
金融商品の所有権を保持できるのに対し、全権益又は部分的権益内の１つ若しくは複数の
権利が個人ユーザ又はグループによって保持され得る。ＤＤＲは、持参人払式証券、紙上
の証書、鋳造されたコイン、手書き又は記帳式の商品であるように作成することができる
。更にユーザは、法的にはブローカ、信託、取引所、又は銀行が基礎を成す金融商品の所
有権を保持しても、株式の分割株又は金融商品の同量に相当するＤＤＲ内の自らの権益を
自由に取り引きすることができる。
【０１４０】
　一部の実施形態では、ブローカが株式（グーグル等）の＄１（又は＄１０）の「分割株
」を様々な日に（例えば毎日、毎週、毎月、又はトリガイベントに基づいて）発行するこ
とができる。例えばグーグルが２０１２年５月１日の午後２時に＄５２５．００で取り引
きされている場合、その日の午後２時（又はその日の別の時間）に、ブローカは（２０１
２年５月１日付けの）グーグルの＄１の権益を５２５個発行することができ、それらの権
益はそれぞれグーグル株の１／５２５の価値を有する。発行日に、その＄１の分割株は＄
１（例えばそこから取引料又は手数料を引いた額）と交換可能であり得る。１週間後の２
０１２年５月８日、グーグルは例えば午前１１時に＄４５０．００で取り引きされている
可能性がある。２０１２年５月８日の午前１１時（又はその日の別の時間）に、ブローカ
は（２０１２年５月８日付けの）＄１のグーグルＤＤＲを４５０個発行することができ、
それらのＤＤＲはそれぞれグーグル株の１／４５０の価値を有する。ユーザはＤＤＲを買
い、売り、取り引きすることができる。ＤＤＲの価値は、これらのプロセスを駆動するサ
ーバ又はコンピュータシステムによって追跡され得る。
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【０１４１】
　一部の実施形態では、システムは分割株が提供されていない株式及び他の金融商品の分
割株をユーザが要求することを可能にし得る。例えば、十分な数の異なるユーザが分割株
を要求したら、ブローカは特定の有価証券の分割株（例えば発行日に＄１若しくは＄１０
の価値を有し、又は指定の端数の株と交換可能な分割株）の発行を自動で開始することが
できる。例えばユーザは、分割株を提供する為の有価証券に投票することができ、幾つか
の分割株の購入を予め表明することができる。一部の実施形態では、被選択有価証券の分
割株市場が作られると、要求した数の端株を「予め表明した」ユーザが自動で購入するこ
とができる。
【０１４２】
　一例示的ＤＤＲは、２０１２年１月１日に作成された「＄１０のグーグルＤＤＲ」等、
金融商品の額面通貨額を含み得る。金融仲介機関が例えば１株のグーグル株式を購入し、
グーグル株の部分所有権の権益をＤＤＲとして発行することにより、このＤＤＲを２０１
２年１月１日に作成することができる。作成日の業務完了時にグーグルの価格が１株当た
り＄５００であれば、５０：１の換算レートで１株のグーグル株式に換算可能である＄１
０のグーグルＤＤＲが５０個作成される。グーグルの価格が１株当たり＄５００であると
きに金融仲介機関が＄２０と引き換えに＄１０のグーグルＤＤＲを２つ買主に売る場合、
買主の２つの＄１０のグーグルＤＤＲはグーグル株式の０．０４株に対する請求権に相当
し、金融仲介機関はそれらの株の所有権移転エントリを作成することができる。
【０１４３】
　一部の実施形態では、＄１０のグーグルＤＤＲが常に＄１０の価格を付けられるが、＄
１０のグーグルＤＤＲに対するグーグル株の市場相場に応じて様々な数の株によって権益
を表し得る。例えばグーグルの価格が１株当たり＄４００に下落する場合、新たな換算レ
ートは４０：１である。クライアントによる２つの＄１０のグーグルＤＤＲの最初の購入
は、５０：１の換算レートでは０．０４のグーグル株に相当した。１株当たり＄４００の
更に低い価格では、２つの＄１０のグーグルＤＤＲは０．０５のグーグル株つまり＄１０
のグーグルＤＤＲ当たり０．０２５株に相当する一方、１株当たり＄５００から＄４００
への価格の下落を反映し、新たな価格では＄１０のグーグルＤＤＲ当たりの元の０．０４
株又は０．０２株が＄１６の価値を有することになる。＄４００の新たな価格で元のクラ
イアントのポートフォリオを清算するが、２つの＄１０のグーグルＤＤＲを引き続き保持
することは、そのクライアントが＄４の差引損失を被る（又は別の言い方をすれば、その
クライアントは新たな価格及び換算レートではグーグル株を０．０１減らす）ことを意味
する。その為元のクライアントは、新たな低い価格では０．０５のグーグル株を有さず、
０．０４のグーグル株に対する請求権しか有さない。元のクライアントが自らの２つの＄
１０のグーグルＤＤＲを公開市場で売った場合、＄２０の取引が＄１６のクライアント債
権へと分割され、残りの＄４は、４０：１の新たな換算レートに一致するように０．０１
のグーグル株を購入する為に使用され、その結果、元の取引に由来する０．０４株及び新
たな０．０１株が、０．０５のグーグル株に対する請求権と共に新たな所有者に２つの＄
１０のグーグルＤＤＲを与える。
【０１４４】
　システムは、ＤＤＲの二次取引を作り出し、発行し、追跡し、償還し、可能にすること
ができる。絶えず変化するＤＤＲの「換算レート」により、一部の実施形態では僅かな端
数額が発生し得る。例えば＄４００．００のグーグル株価に基づいて発行されるグーグル
株式の＄２０のＤＤＲは、グーグルが＄４００．０２で取り引きされている日に＄２０．
００１の価値を付けられ得る。システムは、株又は１セントの非常に小さい小数部分（例
えばＩＢＭ株式の０．０００００００１株等の金融商品の小数部分や、０．１セント等の
現金額）に様々な方法で対処することができる。一部の実施形態では、そのような僅かな
端数額をコンビニ店にある「ペニージャー」等のアカウント内にプールすることができ、
取引又はユーザは次に高い端数単位又は端数額に「切り上げる」のに（例えば０．６６６
６株から２／３株に切り上げ、又は＄１９．９９９から＄２０．００に切り上げるのに）
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必要なときにそのプールから取ることができ、システムは、状況が許せば（例えばユーザ
に＄２０．００支払い又は与えることにより、＄２０．００１の価値があるユーザのＤＤ
Ｒをシステム又はブローカが償還する場合）そのような僅かな端数額を「ペニージャー」
アカウント内に移すことができる。他の実施形態では、システム又は関連ブローカが僅か
な端数額を単純に保持し、その金額を仲介料や取引料等の料金の一部としてユーザの負担
として切り捨てても良い。
【０１４５】
　一部の実施形態では、＄２０．００１回収するユーザがシステム内で＄２０．００１の
全額を得るように、僅かな端数額を追跡して正確に割り振ることができる。ユーザがシス
テムを去る場合、例えばユーザが自らの全てのアカウントを閉じ、完全に清算する場合、
（例えば本明細書に記載の通りに）端数額に別の方法で対処することができる。
【０１４６】
　一部の実施形態では、僅かな端数額を追跡し又は割り振る程度に対して限度を設定する
ことができる。例えばシステムは、追跡し、割り振る最小額として＄０．０００１の限度
を設定することができ、これを下回る金額は「切り捨て」られ、又は本明細書に記載の通
りに他の方法で対処される。
【０１４７】
　一部の実施形態では、金額が少ない故に「切り捨て」られ、さもなければ失われる僅か
な端数額を賞金アカウント等の専用アカウント内に貯えることができる。賞金アカウント
は、報酬、賞金、又は賞として全額若しくはその一部を授与され得る。例えば賞金アカウ
ントは、最も優れたプレーヤ若しくは投資家又は最もひどいプレーヤに授与することがで
きる。
【０１４８】
　一部の実施形態では、僅かな端数額が本明細書に記載の方法の１つ又は複数によって対
処され得る。例えば、指定の精度水準（例えば＄０．０００１）を上回る端数額は正確に
追跡して割り振ることができる。この閾値と下方閾値との間の金額（例えば＄０．０００
１と＄０．００００１との間の金額）は賞金プール内に割り振ることができる。最も低い
閾値を下回る金額は取引料として吸収することができる。他の実施形態では、様々な種類
の又は様々な脈絡の僅かな端数額を異なるように処理することができる。例えば、現金額
が実際の紙幣及び貨幣と交換される場合、端数額を切り捨て、本明細書に記載の任意の方
法で対処することができる。或る金融商品と別の金融商品との取引が行われる場合、その
取引に従って僅かな端数額を正確に追跡して割り振ることができる。関連する現金額を他
のユーザに電子的にやり取りすることによってユーザが別のユーザから金融商品を購入す
る場合、支払額は僅かな端数額を含むことがある（例えば所定数の有効桁を上限とし、残
額は本明細書に記載の通りに対処することができる）。
【０１４９】
　一部の実施形態では、グループによって作成されたポートフォリオの取引を可能にする
ことをグループが決めることができる。この実施形態では、ＥＴＦ（「取引所取引資金」
）又はＤＴＦ（「ディーラ取引資金」）と同様の新たな金融商品が作成され得る。これら
のＤＴＦも同様に、グループ間又はリーグ内で取り引きすることができる。
【０１５０】
リスク制限アカウント
　リスク制限アカウント（「ＬＲＡ」）は、元の預り金に対して設定されたドル上限、例
えば＄１００を有する投資アカウントを含み得る。リスク制限アカウントは、ソーシャル
ネットワークアカウント内で入手可能な情報から、又はアプリケーションのアクセスによ
ってオンラインで作成可能なアカウントである。このアカウントは、銀行から、現金、ペ
イパル、クレジットカード、ゲームサイトのクレジット、電信振替、債務証書、労務手配
、メンバ及びグループクレジット、ＩＲＡ、他の年金アカウント、商業スポンサ、奨学金
、教育手当、又は慈善寄付に至る様々な資金源から資金提供され得る。
【０１５１】
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　ＬＲＡは、限られた年齢制限、親又は教育上の承認、及び／又はアカウント情報に関す
る指定の規則を有するアカウントも含み得る。規則は、例えば教育機関、親、友人、商業
スポンサや、取引、マネーロンダリング、若しくはテロ活動に関する懸念がある政府当局
に対するアカウント関連情報の開示を管理することができる。ＬＲＡは、アカウント情報
、取引規制、マネーロンダリング防止、及び受託者責任に関して取締機関からの免責も有
する場合がある。
【０１５２】
ゲノム取引（ｇｅｎｏｍｉｃ　ｔｒａｄｉｎｇ）
　一部の実施形態では、システムがユーザ及びグループのアカウント及び取引活動を追跡
することができる。この活動に基づき、システムはユーザ及びグループの好みを（例えば
映画ではネットフリックス（Ｎｅｔｆｌｉｘ）、音楽ではパンドラ（Ｐａｎｄｏｒａ）と
同様の方法で）突き止めることができる。システムは、推薦を行い（例えばユーザ又はグ
ループの好み若しくは取引履歴に基づいて株式を推薦し、又は株式を評価し）、例えば既
存のポートフォリオを多様化し、又はより良くヘッジする為に売買する株式を提案するこ
とができる。システムは、或るユーザ又はグループの好み及び推薦並びにアカウント情報
をユーザ及びグループに開示することができ、その情報を他の個人及びグループに開示す
ることもできる。例えばユーザは、別のユーザに推薦情報（又はアカウント情報）を要求
することができ、又はグループは、ユーザの「友人」のみがそのユーザの推薦、評価、及
びアカウント情報を見ることを可能にし得る。
【０１５３】
　一部の実施形態では、サーバがゲノム取引アルゴリズム（「ＧＴＡ」）を処理すること
ができ、ＧＴＡは１つ又は複数のユーザ若しくはグループの取引の関心事、好み、又は履
歴に関する情報を明らかにすることができる。その情報に基づき、サーバが、例えば同様
の特性を有する金融商品に相当し得る１つ又は複数の関心アイテム、被選択グループポー
トフォリオの多様化等、ターゲットポートフォリオの１つ若しくは複数の特性を表す商品
、又は個人のポートフォリオ内に既にある他のものと同様の特徴を共有する金融商品をグ
ループの１人又は複数のメンバに提示することができる。このアルゴリズムは、パフォー
マンス、選択された直近の若しくは最も人気のあるアイテムに関して同様の又は異なる関
心アイテム、多様化をもたらす関心アイテム、又は層若しくは選択コホート群、例えば最
も若い年齢層、学校の所属、ガジェット、娯楽、スポーツ、ファッションの人気一覧、及
び／又は地理的位置内の層若しくは選択コホート群に関係する特性によって選択される関
心アイテムを提供することができる。
【０１５４】
　一部の実施形態では、特定の金融商品（例えばアップルの株式及びグーグルの債権を好
み、ＩＢＭの株式を嫌う）、金融商品の種類（例えば優良株式を好み、外国為替及び投資
信託を嫌う）、取引戦略、取引のタイミング、注文の種類（例えば引け注文を好み、キャ
ンセルされるまで有効な注文を嫌う等）、好ましい及び／又は好ましくない相手方（例え
ば「個人Ａ、Ｂ、及びＣ、グループＤ、Ｅ、及びＦ、並びに個人Ｇを含む任意のグループ
と取引するが、個人Ｌ、Ｍ、及びＮ、グループＰ、Ｑ、及びＲ、又はＳを含む任意のグル
ープとは取引しない」）、好ましい及び好ましくないヘッジング戦略、量に関する好み及
び上限（例えば約＄５の購入額を好み、１日当たり或る１つの株式を＄１０以下しか買わ
ない）に関係する好み（例えば好み又は拒否）や他の任意の好み等、１人又は複数のユー
ザ若しくはグループが、１つ又は複数の取引の好みを明示的に明らかにすることをサーバ
が可能にし得る。
【０１５５】
　一部の実施形態では、ゲノム取引アルゴリズムが、話題の取引株式及び個人を推薦し、
ボラティリティの警告を与え、時間ごとに敗者にタグ付けし、例えばグループによって多
様化が望まれる場合、利害の不一致を明らかにし、過度な集中又は相関を示す為に測定基
準又はグラフを作成することができる。
【０１５６】
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　一部の実施形態では、ゲノム取引アルゴリズムが推薦する取引を１人又は複数のユーザ
が行うことをサーバが可能にし得る。例えば、ユーザ、グループ、グループによって指定
されたユーザ、又は複数のユーザに対して、ゲノム取引アルゴリズムによって推薦された
取引又は取引群をかかるユーザが行いたいかどうかをプロンプトが尋ねることができる。
【０１５７】
　例えばゲノム取引アルゴリズムは、グループポートフォリオ＃６が、グループの目標を
受けてＩＢＭ株式の０．２株を買い、エクソンの０．６株を売るべきであると推薦する可
能性がある。推薦された取引の１つ又は複数を行いたいかどうかを、グループポートフォ
リオ＃６の取引を行う権限を有するグループポートフォリオ＃６内の１人又は複数のユー
ザに対してプロンプトが尋ねることができる。プロンプトは、ＳＭＳテキストメッセージ
、電子メール、ポップアップウィンドウ、電話音声によるプロンプト、アカウントのログ
イン時にトリガされるアカウント内のアイコン又はメッセージや他の通信等、１回又は複
数回の通信とすることができる。ユーザは、例えば「はい」（例えば「推薦された取引を
行う」）、「いいえ」（例えば「推薦された取引を行わない」）、「キャンセル」、（例
えば後の時点まで）「問合せを見送る」、「推薦を修正する」、「別の取引を推薦する」
等を示すことによってその通信に応答することができる。応答は、返事の電子メール、テ
キスト、ウェブページ上で「はい」や「ＯＫ」を選択すること、画面をスワイプすること
、音声コマンド等によるものとすることができる。
【０１５８】
　一部の実施形態では、ユーザが、ユーザからの応答を必要とすることなしに、ゲノム取
引アルゴリズムによって推薦される１つ又は複数の種類の取引をサーバが自動で行うこと
を可能にし得る。例えばユーザは、推薦された取引をユーザが確認することを必要とする
ことなしに、ゲノム取引が推薦する全ての取引、例えば推薦される全ての取引又は特定の
種類の取引（例えば取引金額がそれぞれ＄５未満の全ての取引や、株式又は具体的に特定
した債権を含む全ての取引）を行うようにアカウントを構成することができる。一部の実
施形態では、ユーザに通知し、ユーザからの応答をユーザが指定した期間待った後でのみ
、かかる取引を実行するようにユーザがサーバを構成することができる。一部の実施形態
では、サーバが全ての取引を、例えばその取引の前及び後で例えば電子アカウント状況更
新によってユーザに伝えることができる。
【０１５９】
借入、貸付、及びレポ取引
　一部の実施形態では、システムが、買戻し約定を売買することにより２つ以上のユーザ
又はグループが販売及び買戻し（「レポ」）取引に従事することを可能にし得る。レポ又
は販売及び買戻し約定としても知られる買戻し約定とは、有価証券の販売並びに後日売主
が有価証券を買い戻す合意である。買戻し価格は元の販売価格を上回るべきであり、その
差はレポレートと呼ばれることもある利息を事実上表す。有価証券を最初に購入する当事
者が事実上貸主となる。元の売主は、事実上借主となり、固定利率での担保付き現金貸付
を得る為に自らの有価証券を担保として使用することができる。このようにして、当事者
間の貸借を調整することができる。
【０１６０】
　レポは、即売を先物契約と組み合わせたものと均等である。即売は、貸主への有価証券
の法的移動と引き換えに借主への金銭の移動をもたらす一方、先物契約は、貸主への貸付
の返済及び借主の担保の返却を保証する。先物価格と現物価格との違いは、事実上貸付に
対する利息であり得る一方、先物契約の清算日が事実上その貸付の満期日であり得る。
【０１６１】
　一部の実施形態では、最初の及び最後の移動が自動で行われるようにシステムがレポ取
引を助けることができる。例えば、第１のユーザと第２のユーザとがレポ取引を構成する
ことができ、第１のユーザは、第２のユーザが第１のユーザに＄１０「貸す」ことと引き
換えにアップル株式のＤＤＲ（＄１０の市場価値）を第２のユーザに１週間「貸す」。ユ
ーザインターフェイスにおいて、第１のユーザ及び第２のユーザは、開始日及び終了日、
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交換される商品及び／又は現金若しくは他の対価、並びに（例えば現金の「貸付」と引き
換えに一方のユーザによって）支払われる任意の「利息」を指定することにより、レポ契
約を規定することができる。当業者なら理解するように、例えば構成された契約を各ユー
ザが別々に承認することを要求する共通のＧＵＩにより、又は一方のユーザが様々な契約
条件を提案し、他方のユーザがそれらの条件を受諾することにより、２人の別々のユーザ
が多岐にわたる任意の方法で単一の契約を構成することができる。レポ期間の初めに、シ
ステムがアップル株式のＤＤＲを第１のユーザのアカウントから第２のユーザのアカウン
ト（又は専用のレポアカウント又は第三者預託保有アカウント）に自動で移し、＄１０を
第２のユーザのアカウントから第１のユーザのアカウントに自動で移すことができる。１
週間のレポ期間の終了時に、システムはそのＤＤＲ及び＄１０を元の所有者に戻し、定め
られた「利払い」を第１のユーザのアカウントから第２のユーザのアカウントに移すこと
もできる。要するに、第２のユーザは第１のユーザに映画に行く為の＄１０を事実上「貸
す」ことができ、貸付は第１のユーザのアップルのＤＤＲによって保証され、第２のユー
ザに支払われる利息は事実上貸付に対して支払われる利息である。利息は、貸主に対する
借主のポートフォリオの１つ又は複数の分割株の一部の移動によって表わされ得る。
【０１６２】
　例えばレポ期間の終了時に一方の当事者（現金を借りている当事者等）が他方の当事者
に返済できない場合、当事者は不履行に関する規則を定めることもできる。かかる規則は
、例えば年５％等の指定の率の利息と共に債務が返済されるまで不履行側当事者に課せら
れる先取特権（例えば不履行側ユーザのアカウント又は他のアカウント内にある任意の現
金又は他の資産を、権利を侵害された当事者に全額返済まで自動で移すことができる）、
写真の投稿等のソーシャルネットワーキング活動を可能にするアカウントを含む、不履行
側当事者の１つ又は複数のアカウント若しくは特権の一時的停止、ポイントの罰則、及び
他の規則を含み得る。
【０１６３】
　「利息」には、現金、金融商品、サービスや、ポイント、権利、特権、１つ又は複数の
先物及び／又はサービスの約束等の他の対価が含まれ得る。例えば、ユーザＡとユーザＢ
とがレポ取引を締結することができ、例えば１カ月等の規定の期間にわたり、ユーザＡ（
又はグループＡ）はユーザＢ（又はグループＢ）に現金を移し、ユーザＢはポートフォリ
オ又はポートフォリオの一部（アカウント内の１つ又は複数の金融商品、現金、及び／又
は他の資産）をユーザＡに移す。期間の終了時に、ユーザＡ及びユーザＢはそれぞれの資
産を「再交換」することができ、ユーザＢは「利息」をポイント、現金、「ＩＯＵ」、Ｂ
の為に又はＢの代わりに将来親切な行為を行う約束、ガム一箱、又は他の対価の形でユー
ザＡに更に支払うことができる。一部の実施形態では、例えば「ユーザＢがレポ要件を完
全に満たす非現金対価をユーザＡに支払った」ことを確認するユーザインターフェイス上
の適切なボタンをクリックすることにより、ユーザＡがユーザＢを解放するまで、ユーザ
Ａが「利息」の要件から「解放」されないことを規則が定めることができる。
【０１６４】
　一部の実施形態では、レポ取引は、金融商品を一時的に保持するユーザ（例えばＤＤＲ
を一時的に保持する当事者）に取引権を与えることができる。例えば上記の例では、ユー
ザＡはポートフォリオを使用して取引を行うことができる。従って、ポートフォリオがレ
ポ期間中に変わる場合がある。レポ期間の終了時に、「借入」ポートフォリオが異なる商
品及び／又は現金を含む可能性があり、その現金及び有価証券を（例えば変化している元
のポートフォリオの代わりに）ユーザＢに返すことができ、又はユーザＡは価値のある別
の資産を代用することができ、取引権を有することなしに担保を置換することになる。一
部の実施形態では、他の当事者の資産を用いて取引に関与する権利が、「利息」又はレポ
レートに相当し得る。つまり、現金利息を課す代わりに、「課金」が他の当事者の有価証
券を用いて取引を行う為の権利であり得る。
【０１６５】
　一部の実施形態では、金融商品の最終的な所有者（ここではユーザＡ）が、レポ期間中
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の取引権を保持することができる。従って、第１のユーザがＤＤＲをレポ期間中に厳密に
は保持していない可能性があっても、ユーザＡは、例えば第三者預託アカウントやレポア
カウントにより（又はユーザＢのアカウント内の専用のレポ関連特権により）、レポ期間
中にアップルのＤＤＲをグーグルのＤＤＲに現金を加えたものと交換する権利を保持し得
る。この場合、レポ期間の終了時にアップルのＤＤＲを返してもらう代わりに、ユーザＡ
はグーグルのＤＤＲに現金を加えたものを受け取ることになる。
【０１６６】
　一部の実施形態では、レポ期間中の許容可能な取引動作（例えば金融派生商品の取引は
禁止）、及び（例えば取引の結果としての、又は所与の金融商品若しくは総じてポートフ
ォリオに関する）任意の損益を扱う方法を管理するパラメータを当事者が定めることがで
きる。例えば、レポ契約条件を定めるとき、当事者は、取引動作に従事する当事者が一定
額を上回る利得部分（例えば１０％を超える利得全て）を確保できるが、別の閾値を下回
る如何なる損失（例えば１５％を下回る損失）の責任も負うことを定めることができる。
とりわけパラメータは、トレーダに支払われるべき「利息」を計上する為にトレーダに有
利であり得る。また損失を被った場合、損失を全て又は部分的に（又はそれ以上）レポ取
引に固有の利息賦課で相殺することができる。
【０１６７】
　とりわけ上記の例では、アップルのＤＤＲの価値がレポ期間中に上昇し又は下落してい
る可能性があり（従ってレポ期間の終了時に＄１０を超える又はそれ未満の市場価値を有
し得る）、そのリスクはＤＤＲの最終的な所有者、第１のユーザが大抵負担する。
【０１６８】
レビュー及びユーザ作成コンテンツ
　一部の実施形態では、ユーザが１つ又は複数の金融商品、企業、人（ユーザ及び／又は
非ユーザ等）、製品、サービス、ウェブサイト、イベント、メディアコンテンツ（例えば
音声コンテンツ、音楽、写真、映像コンテンツ、ウェブサイト等）、ミーム（例えば、語
、語句、記号等）、スタイル（例えばファッションスタイル、服の組合せ、メイクアップ
スタイル）、トレンド、及び他の概念を記憶し、電子メールで送り、ツイートし、投稿し
、さもなければそれらに情報を関連付けることができる。ユーザによって関連付けられる
情報は、メモ、コメント、レビュー（例えば作文式のレビュー、及び／又は１つ若しくは
複数の基準に沿ったポイントや星による等級に基づくレビュー）、考えや意見（例えばそ
の概念に関連する「買いたい」ボタンやインジケータを選択すること等による、「好き」
、「好きではない」、「中立」、「買いたい」、「買いたくない」、「意見なし」、「面
白い」、「面白くない」、「見るべき」、「興味深い」、又は他の概念（例えばユーザに
よって作成され又はアップロードされるメディアコンテンツ、例えば音声ファイルやビデ
オファイル等））を含み得る。かかる情報は、例えば関連付けを行うユーザのプロファイ
ル内に、又は該当する概念に関連するファイル内に記憶する（例えば複数のユーザレビュ
ーを記憶するレビューサイト上に記憶する）ことができる。一部の実施形態では、例えば
情報を概念に関連付けるユーザに関する情報を識別する為に、システムが（例えばログイ
ンを要求し又はクッキーを確認することにより）ユーザを識別することができる。例えば
ユーザは、特定の製品又は他の概念に関する肯定的なレビュー若しくは否定的なレビュー
を提出する前にシステムにログインしなければならない場合があり、それにより単一のユ
ーザ又はグループが或るアイテムに関するネットレビュースコアを過度に変えるのを防ぐ
。一部の実施形態では、特定のユーザによって関連付けられるコンテンツをそのユーザの
秘密にしておく（例えばユーザの非公開プロファイル内にのみ記憶する）こと、１人又は
複数の人（例えば１つ又は複数の特定のユーザ又はグループ、例えばユーザの指定された
「友人」や公衆）に開示することができる。例えば総合レビューや「買いたい」スコア、
新たなＤＤＲを始める為の「作成したい」スコア、又はＩＰＯを請け負うエンティティの
測定された興味を示すスコアを得る為に、関連コンテンツ（例えばレビューや好き）を集
約することができる。
【０１６９】
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　例えばユーザの投稿、レビュー、「買いたい」等は、フェイスブック、Ａｍａｚｏｎ．
ｃｏｍ、ツイッター、及び他のウェブサイトが使用するシステム及び方法と同様の方法で
記憶し、追跡し、集約することができる。システムは、ツイッター、フェイスブック、又
は他のウェブサイトの自動メッセージをメンバの活動が生成させ、送信させることを可能
にし得る。例えばＤＤＲが買われるとき、システムは（例えば電子メールやニュース速報
／投稿によって）例えばユーザ、（例えば或る人のプロファイル又は友人一覧内の）ユー
ザ群、又は広く公衆に知らせることができる。
【０１７０】
　システムは、ユーザが情報をコンテンツ及び概念に関連付けることを可能にすることが
できる。一部の実施形態では、概念が例えばユーザ及び／又はシステムによって評価され
得る。例えばユーザは、他のユーザによって提供され、又は識別されたコンテンツ（例え
ばビデオファイル等のメディアコンテンツ、例えばリンクやウェブアドレスによって識別
されるウェブサイト）をレビューし、評価することができる。例えばユーザは、（例えば
システムに、又はユーチューブや他の非公開若しくは公開メディア共有サイトに）ビデオ
等のコンテンツをアップロードし、又は他の方法で識別することができる。ユーザは、識
別されたコンテンツを閲覧して評価することができる。
【０１７１】
　例えばユーザは、別の人物又は情報源によって作成された数学の概念に関する（例えば
カーンアカデミー（Ｋｈａｎ　Ａｃａｄｅｍｙ）の）教育用ビデオレッスン等の特定のビ
デオファイルに対する題名及び／又はリンクを投稿することができる。ユーザは、例えば
教育効果、学年水準、難易度、楽しさ、コンテンツの範囲（代数、微積分、三角法、英語
、歴史、経済、書字、外国語等）、間違いの数、ビデオを変更する為の助言、音質、論じ
られる概念の数等の様々な基準に従い、例えば数字や散文的なコメント及びレビューを使
用し、ビデオを閲覧して評価することができる。ユーザは、情報源、例えばビデオの作成
者に関するコメントも行うことができる。一部の実施形態では、教育用ビデオを見るユー
ザがその概念に関する短い質問や試験を受けることもでき、特定のユーザ又は数人のユー
ザについて試験結果を集約して、ビデオの明瞭さ、長さ、教育効果、コンテンツの長さ及
び／又は質、学年／読解／理解水準（簡単、普通、難しい等）、「好き」や「推薦する」
（又は「好きではない」や「推薦しない」）、（例えば１～１０の段階での）全体的な評
価、他のパラメータ等、かかるビデオの１つ又は複数の評価カテゴリを査定することがで
きる。ユーザに対するその後の（例えば他の教育用ビデオ又は同じビデオに関する）試験
を用いて、前に見たレッスンをユーザが習得しているかを評価することができる。
【０１７２】
チュートリアル
　一部の実施形態では、システムが、金融商品、投資、及び他のビジネス概念に関する１
つ又は複数のトピックを含む、１つ又は複数のトピックに関するチュートリアルを提供す
ることができる。例えばシステムは、「コール」と「プット」の違いを説明するチュート
リアルを提供することができる。チュートリアルは如何なる種類のチュートリアルも含む
ことができ、音声、テキスト、写真、及び／又は映像を含むことができる。チュートリア
ルは、専門家、例えばサーバを介してユーザに広告する広告パートナが提出することがで
き、ユーザ自身が提供しても良い。別の実施形態では、グループメンバの興味のあるトピ
ック又はグループメンバの活動と密接な関係があるトピックに関し、最良の又はランク付
けされたビデオ、チュートリアル、グラフィック、説明図、又は説明に関するコンテスト
を行うことができる。
【０１７３】
　一部の実施形態では、チュートリアルをＹｏｕＴｕｂｅ（登録商標）．ｃｏｍ及び／又
はＷｉｋｉｐｅｄｉａ．ｃｏｍと同様の方法で提出し、表示することができる。一部の実
施形態では、例えばシステム、専門家、又はユーザが、議論又はレスポンスのチュートリ
アル（又は他の音声若しくは映像）を別のチュートリアル又はレスポンスに応答して提供
することができる。例えば「アルファ」の投資概念に関する専門経営者による分かりにく
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いチュートリアルに応答し、ユーザがより容易に理解できると考えるレスポンスチュート
リアルを投稿することができる。ユーザは、特定のチュートリアル及びコンテンツを、例
えばａｍａｚｏｎ．ｃｏｍ、Ｎｅｔｆｌｉｘ．ｃｏｍ、ｅｂａｙ．ｃｏｍ、及びＹｏｕＴ
ｕｂｅ．ｃｏｍが使用する評価システムと同様の方法で評価し、又は「好む」ことができ
る。システムは、評価情報及び評価情報の情報源を追跡することができる。その評価及び
情報源に基づき、システムは、例えば他の評価者に対するユーザの類似性に基づくユーザ
ごとにカスタマイズされた評価を提供することができる。例えば、「ヘッジング」に関す
る或るチュートリアルは（例えば各評価ユーザによる数字の１～１０の評価に基づき）最
も高いグローバルランキングを有し得る一方、ヘッジングに関する別のチュートリアルは
１７歳（又はオプションを購入するユーザ）の間で更に高いランキングを有する場合があ
り、ヘッジングに関する更に別のチュートリアルは１２歳（又は株式を購入する傾向があ
るユーザ）の間で更に高いランキングを有する場合がある。システムは、例えばビデオの
隣に推奨表示を明確に表示することにより、又はそのチュートリアルを他のチュートリア
ルよりも高くランク付けされた位置に表示することにより、そのそれぞれの年齢層に合わ
せて第２のチュートリアル及び第３のチュートリアルを推奨することができ、且つ／又は
ランク付けするユーザの視聴ユーザに対する類似性に応じてユーザランキングに重み付け
することができる。
【０１７４】
　一部の実施形態では、１つ又は複数のユーザ若しくはユーザ群が概念、例えば特定の機
能や目的の為のビデオに投票することができる。票は任意の数の投票方式に基づいて集計
し、又は投じることができ、例えばユーザ１人１票、ポイント割振り（例えば各ユーザは
候補に割り振る為に１０００点有する）、総合ランキングシステム（例えば各ユーザが自
身の上位４候補をランクする）等がある。例えばユーザは、１人又は複数の他のユーザに
（例えばシステムによって）強調表示すべき又は推奨すべき特定のカーンアカデミーのビ
デオ（又はミュージックビデオ）に投票することができる。別の実施形態では、ユーザは
、１つ又は複数のユーザ群に向けて例えば投資等のトピックに関してスピーチする為に招
待する人物（例えばウォーレン・バフェット氏やバラク・オバマ氏）に投票することがで
きる。一部の実施形態では、より完全に発展させる、例えば短いビデオコマーシャルを全
面的な予算の十分に制作されたコマーシャルへと発展させるメディアコンテンツを特定す
る為に投票を行うことができる。別の実施形態では、個別のポートフォリオ又はグループ
ポートフォリオを作る企業エンティティが、自社の企業ミッションを説明し、又は自社が
販売する製品について説明する資料を提示することができ、閲覧し、聴取し、又は読む為
のコマーシャルの一覧を提供することもできる。一部の実施形態では、広告の対象を、例
えば広告される製品、サービス、ブランド、又は企業に興味をもつ可能性が最も高いユー
ザに選択的に絞る為に、ユーザ情報及び評価情報を使用することができる。広告は、ユー
ザ又はユーザに関連するグループアカウントによる取引活動（例えばユーザ又はグループ
アカウントによってどの企業の株式が買われ若しくは売られたか）に基づいて対象を絞る
ことができる。例えば、或る企業の競争業者は、その企業の株式を最近売ったユーザに広
告の対象を絞ることができる。システムは、広告のプールからユーザに表示する為の広告
を選ぶ為に、アルゴリズム（例えばユーザの挙動に基づいて広告の対象を絞る為の、グー
グルや他の企業が使用するアルゴリズム等）を組み込むことができる。
【０１７５】
　例えばブラウザのツールバーは、ユーザが或る概念（例えば売りに出される製品やウェ
ブサイト上に現れる語）を、例えばその概念に関連する表示部分をクリックし、その上に
マウスポインタを移動させ、又は他の方法で選択することにより（例えばウェブサイト上
に表示される関連語を強調表示することにより）選択できるようにし得る。その概念が選
択されると、システムは意見「買いたい」、又は他の概念や内容等の情報をユーザが関連
付けることを可能にし得る。一部の実施形態では、ユーザが単一ステップで、例えば特定
の製品、サービス、又は金融商品の隣にある「買いたい」（又は他の概念）のボックス若
しくは他の表示を単純にチェックすることによって、又は適切なインプットを入力する（
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例えば特定の製品上で右クリックして「買いたい」ことを示す）ことによって情報を概念
に関連付けることができる。
【０１７６】
　システムは、様々な概念に関連する情報を追跡し、集約することができる。例えばシス
テムは、どの製品、サービス、及び金融商品がユーザから「買いたい」の関連付けを得る
のかを追跡することができる。システムはそのデータを処理し、追跡し集約したデータに
基づいて情報を伝送し、又は他の行動を取ることができる。例えば、特定の金融商品が「
好き」であり又はそれを「買いたい」ユーザ（例えば合計ユーザ、又は一定の年齢若しく
は地理的領域内のユーザ等の特定の種類のユーザ）の数が所定の閾値（１００や１０００
等）を上回る場合、システムはその金融商品についてＤＤＲを作成させ、提供させること
ができる。
【０１７７】
　ユーザ情報及び／又は他の情報に基づき、システムは１つ又は複数のユーザ、製品、サ
ービス、企業、及び金融商品に関する情報を求めることができる。例えばシステムは、１
つ又は複数の「話題の」又は流行りの製品、サービス、企業、金融商品、及び他の概念を
、かかる概念に関連すると判定された情報に基づいて、例えば「好き」な若しくは「買い
たい」ユーザの数、ユーザによる肯定的なレビュー及び／又は言及の数に基づいて求める
ことができる。例えばシステムは、ユーザ（及び／又は他者）が言及する頻度を求め、そ
の頻度が経時的にどのように変化するのかを解析することができる。例えばシステムは、
言及の頻度又は新たな「好き」が特定の閾値を超えて増加する場合、特定の企業又は他の
概念を「話題の」又は「流行り」として識別することができる。システムは様々な基準（
例えば「話題の」、「買いたい」、「嫌い」等）に従ってかかる概念をランク付けするこ
とができ、そのランキングを発表することができる。一部の実施形態では、システムがＹ
ａｈｏｏ．ｃｏｍの「ｂｕｚｚ　ｉｎｄｅｘ」で使用されるのと同様の方法でかかる情報
を求めることができる。
【０１７８】
　一部の実施形態では、概念のランキング、金融上のアドバイス（例えばどの株式の価値
が上昇し又は下落するとシステムが予想しているか）等の情報及び内容に対してシステム
が料金（プレミアム加入料等）を課すことができる。メンバによって作成されたデータ及
び選択へのアクセスについて、企業に料金を課すこともできる。ユーザ情報、基準、取引
挙動等に基づいて対象を絞ったユーザに向けて企業の広告の１つをシステムが出力させる
場合にも企業に料金を課すことができる。
【０１７９】
　システムは、例えば特定の製品、サービス、金融商品、企業、又は他の概念の供給、需
要、価格、若しくは人気を予見する為の市場調査目的でもかかるデータを追跡することが
できる。例えば上記の例では、「買いたい」ユーザの数が所定の閾値を上回る場合、その
金融商品の価格が上昇するという予測に基づき、システムはその金融商品又はその金融商
品に基づく金融派生商品（例えば金融商品を買うオプション）を多数買うことができる。
【０１８０】
　システムは、ポートフォリオのパフォーマンス及びコンテストの勝者の一覧を記録し、
追跡することもできる。このデータは、登録済みの又は未登録の教育機関及び将来の雇用
主に提供することができる。登録には、メンバ群、ブローカ、又は取引所に分配され得る
料金が必然的に伴い得る。
【０１８１】
　一部の実施形態では、ユーザ及びユーザ群のポートフォリオを他のユーザ及びグループ
の他のポートフォリオと競わせることができる。競争は、チュートリアル又は一定期間中
の最大利得、最も多様化されたポートフォリオ、規定されたシステム測定基準を最も満た
すポートフォリオ、最も優れたスターリングレシオ、最も少ないドローダウン、最も少な
いボラタイル、最良のデイトレーダ、又は他者との間での及び友人のカテゴリ、例えば年
齢、性別、所属、地理間での最良の長期投資のパフォーマンスを含み得る。例えばユーザ
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は、自らのグループ（例えばモンタナ州の１４歳）の間で、又は全システムにわたり最良
の若しくは最も高く評価されるコンテンツ（例えばチュートリアルや製品レビュー）を競
って作成することができる。（例えば特定のグループ又は全システムにわたる）競争の上
位に入り又はかかる競争に勝ったユーザは、ポイント、現金、ＤＤＲ、他の金融商品、又
は他の権利、特権、若しくは利益を勝ち取ることができる。例えば勝利ユーザは、所与の
トピックについてのオンラインチュートリアルを提供する為にどの人物又は企業が招待さ
れるのかを選ぶ権利を獲得することができる。例えば、「買戻し約定」について「最良の
」チュートリアルを提出した勝利ユーザは、投資戦略についてのオンライントレーニング
セッションを行う為にウォーレン・バフェット氏を招待することに決める権利を勝ち取る
ことができる。勝利ユーザは、諮問機関、枢機卿会、又は一流チームの集団を成すように
システムによって選択され得る。スポンサがかかる勝利ユーザに報酬を与えても良い。
【０１８２】
　競争は、有識者会議によって、又は仲間によるレビュー若しくはグループメンバによっ
て選択される委員会によって審査することができる。
【０１８３】
　選択され又はシステムによって生成される批評家が勝者又は敗者にコメントすることが
できる。次のコンテストに対する勧告も生成し、非公開で配布し、より公の閲覧用に提供
し、又はコンテストに参加する者のみに提供することができる。
【０１８４】
　一部の実施形態では、ユーザの通信、やり取り、取引活動、コンテスト活動、ソーシャ
ルネットワーキング動作（友人の追加や削除、写真の投稿、写真のタグ付け）、活動の頻
度、広告のクリックスルーレート、（例えばクッキー及び／又はボットによってモニタさ
れ得る）ウェブサーフィン活動、及び／若しくはサーバに接触する他の任意の動作を含む
ユーザデータ、又は他の任意のシステム若しくはソフトウェアコンポーネントをシステム
が記憶し、モニタすることができる。
【０１８５】
　一部の実施形態では、システムがかかるデータを処理して「スタートレーダ」、「連絡
者」、「メイブン」、思想的リーダー、トレンドセッター、他の種類のユーザ等、ユーザ
の種類を識別することができる。例えばシステムは、過去の取引情報を処理して、例えば
他のユーザ、指標、又は別の測定基準（例えばかかるユーザによって指定されるベンチマ
ーク指標）と比較して一貫してパフォーマンスが良い１人又は複数のトレーダを明らかに
することができる。そのユーザを「スタートレーダ」として指定することができ、そのユ
ーザを公衆に向けて、又はそのユーザのソーシャルネットワークからの一次、二次、若し
くはそれ以上の隔たりに向けて「スタートレーダ」として指定することができる。
【０１８６】
　一部の実施形態では、システムが、（例えば特定のグループ、グループの集合、地理的
領域、年齢群、ソーシャルネットワーク、又は全システム内の）１人又は複数のユーザの
「取引ランキング」の序列を発表することができ、このランキングの序列は、収益率等の
１つ又は複数の取引運用成績の測定基準に応じたかかるユーザの相対的順位を示す。この
序列は、例えばトレーダがどの程度意図された投資目的を達成したかや、ベンチマーク、
市場、又は他のユーザを一貫して凌いだかに基づき、かかるユーザの取引運用成績を効果
的にランク付けすることができる。例えば、グループアカウントを代表して「デイトレー
ド」し、Ｓ＆Ｐ５００を一貫して凌ぐユーザは「スタートレーダ」の指定及びそのユーザ
のソーシャルネットワーク（例えばそのユーザ及びそのユーザが「友人」として指定する
他のユーザから成るグループ）内で２番目のランキングを得ることができる。
【０１８７】
　一部の実施形態では、システムが「話題の」又は流行りの製品、サービス、人物、ブラ
ンド、又は他の思想若しくはトレンドを明らかにすることができる。例えばシステムは、
ユーザの通信及び取引活動をモニタして、特定の種類のユーザ（例えば或る年齢若しくは
年齢層のユーザ、特定の地理的領域のユーザ、及び／又は特定の種類のユーザ履歴、例え
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ば特定の株式若しくは特定の種類の株式を買った履歴、特定のウェブサイトを訪ねた履歴
、自身の友人ネットワークから二次の隔たり以内の友人に特定の種類の発言をした履歴を
有するユーザ）の間で特定のスマートフォン、バスケットボールチーム、又は選手への興
味が高まっていることを突き止めることができる。
【０１８８】
　一部の実施形態では、システムが１人又は複数のユーザを（１）比較的多数の友人を有
し、（２）比較的多数の異なる人との双方向通信に携わり、（３）互いに友人ではない比
較的多数の異なる種類の（例えば様々な地理的領域、学校、年齢、スポーツ、関心事の）
友人を有し、（４）比較的多数のグループへの所属を有し、且つ／又は（５）例えばソー
シャルネットワーク上で新たな友人のつながりを助けることにより、様々な人々をつなぐ
能力を示す他の特性を有する「連絡者」として識別することができる。
【０１８９】
　一部の実施形態では、システムが、売上、商談、及び他のオファーに関して頻繁にやり
取りし、且つ／又は商談若しくは他の金融取引に関して頻繁に相談を受ける「メイブン」
を識別することができる。
【０１９０】
　一部の実施形態では、システムが（１）他の殆どのユーザよりも前に振舞いに従事し、
購入又は取引を行い、識別可能な振舞いを是とし、特定の言葉又はスラングを使用し、特
定のブランドについて論じ、特定のブランド、製品、チーム、人、又は他の思想若しくは
事柄に関する情報を発表する傾向があり、且つ／又は（２）そのような振舞い、購入、言
葉の使用等に他のユーザが従事する原因となる傾向があるリーダー、思想的リーダー、及
び／又はトレンドセッターを識別することができる。
【０１９１】
　一部の実施形態では、システムが例えば１つ又は複数のグループ、地理、又は広くシス
テム全体の間で「話題の」製品、トレンド、ブランド等を突き止め、その情報を例えば１
つ又は複数のグループ、地理等に発表することができる。例えばシステムは、ユーザの活
動に基づいて「何が流行っているのか」や「何が話題か」を発表することができる。一部
の実施形態では、システムが、例えば典型的なユーザに比べ、特定の種類のユーザ（例え
ばトレンドセッターや思想的リーダー）に関する情報に排他的に基づき、又は特定の種類
のユーザに関する情報に重み付けし、かかる情報を発表し又は明らかにすることができる
。従ってシステムは、識別したトレンドセッターの情報又は活動に基づいて所与のブラン
ドの最新の靴が「話題のもの」であると判定することができる一方、同じグループ又はシ
ステムの間で全体として情報面でより人気がある別のブランドの別のモデルは「話題のも
の」として指定しない場合がある。「話題のもの」に関連する企業は、選択グループに対
して取引の為に推薦することができる。
【０１９２】
　例えばシステムは、４音節語を通常使い、少なくとも２つのスポーツをする北東部の１
７歳の女子や高校生等、特定の層の間でどの株式又は製品の人気があるのかを明らかにす
ることができる。
【０１９３】
グループによって構築されるポートフォリオファンド
　一部の実施形態ではグループが、例えばアカウント内でポートフォリオを構築すること
により、ポートフォリオファンドを作成することができる。アカウントの許可された様々
なユーザがファンド用の金融商品を選択することができ、その商品はアカウント内の（ユ
ーザによって出資され得る）現金又は他の資産で購入することができる。グループ内のユ
ーザは、グループの特定のメンバがどの有価証券を売買すべきかを勧告し、又は決定する
ことができる。例えば、ベジタリアンであるメンバは、肉製品又は遺伝子組換食品に関連
する企業を買うのを制限される場合がある。更にグループは、ファンドのパーセンテージ
所有権と引き換えに他のユーザがアカウントの株を買い込むことを可能にすることができ
る（又は一部の実施形態ではアカウントが株を発行することができる）。例えば新規ユー
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ザが＄３０出資し、アカウントマネージャがその＄３０を使用してファンドを反映する、
ファンドを他の方法で象徴する、又はファンドに貢献する＄３０の資産を買うことができ
る。
【０１９４】
　一部の実施形態では、或るグループのファンド又はポートフォリオを別のグループのポ
ートフォリオファンドの全て又は一部と組み合わせることができる。例えば２つのアカウ
ントを（例えば第３のアカウントへと）組み合わせ、又は部分的に組み合わせることがで
き、様々なアカウントホルダが基礎を成すアカウント内の自身の元の所有権に基づいて持
分又は所有割合を受け取ることができる。
【０１９５】
グラフィックユーザインターフェイス及びシステム－ユーザ間通信
　一部の実施形態では、コンピュータ、スマートフォン、他の計算装置等の処理装置にお
けるユーザインターフェイスにより、ユーザが例えばデスクトップコンピュータやアイフ
ォン５を使用してＦａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ、Ｓｃｈｗａｂ．ｃｏｍ、Ｃｉｔｉｂａｎｋ
．ｃｏｍ、及びＹｏｕＴｕｂｅ．ｃｏｍと対話するのと同様の方法で他のユーザ、ブロー
カ、第三者、及びシステムと通信することができる。ユーザインターフェイスは、音声及
び映像通信機能を有することができる。
【０１９６】
　一部の実施形態では、ユーザ及び／又はグループアカウントに関する情報をユーザイン
ターフェイス内に示すことができる。例えばユーザインターフェイスは、グループポート
フォリオのチッカを表示することができる。チッカは、表示装置上のグループのロゴをタ
ッチすることによってアクセスすることができる。画面をタップし又は音声コマンドにア
クセスすることで、画面がポートフォリオの他の特質を表示できるようにすることができ
、ローマ数字ＩＩＩに見られるような三本指による画面のスワイプは、ポートフォリオ内
の上位３つの持株のチッカ又は損益を表示する。同様に、ロゴ上で２回タップすることに
より、企業の全てのロゴの組をシステムにディスプレイ内で表示させることができる。別
の実施形態では、アクティブメンバの画面の様々なスワイプが、メンバ又はグループの投
資に関連する様々なビュー若しくはデータセットを生成する。追跡及び比較目的で潜在的
なポートフォリオ投資を生成する為に、又はポートフォリオのサンプルを作成する為に、
ＬＯＧＯアプリにアクセスすることもできる。有価証券のロゴを他のデータベースから取
得し、ポートフォリオを選択する為に使用することもできる。画面のスワイプを債権画面
に広げることができる。Ｘをスワイプすることにより、米１０年債、ＩＩ、２年物等の見
積もりを提示することができる。
【０１９７】
　一部の実施形態では、アカウントログインが、ユーザＩＤ、パスワード、指紋や他のバ
イオメトリク認証、第２の装置の検証（例えばログイン前に携帯電話に送られる承認コー
ドテキスト）等のアカウント資格情報及び／又は他の認証を必要とする場合がある。
【０１９８】
ペアレンタルコントロール
　一部の実施形態では、製品、サービス、企業、金融商品、コンテンツ、及び他の概念が
ペアレンタルコントロールを有し得る。例えば、子のユーザが特定の種類の活動又は取引
に関与するには親の同意を得なければならないという規則を親が定めることができる。例
えば、子のユーザが特定のＤＤＲの購入を要求する（又は指定の閾値を上回る取引を行う
）場合、親がその取引を承認するまで取引が保留され得る。例えばシステムは、子がＤＤ
Ｒの購入を要求したことを示すメッセージを親に伝送することができ、一部の実施形態で
は、例えばメッセージ内の適切なリンクをクリックすることにより、又はログインして取
引に対応する表示を手動で選択して承認することにより、親が取引を承認した後で初めて
取引が承認され、実行され得る。その後の確認メッセージを子のアカウントに送ることが
できる。
【０１９９】
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　一部の実施形態では、親又は他の成人が、例えば子や未成年者用の下位取引アカウント
を確立することができる。親は上記のアカウントパラメータ及び規則の種類に従い、ドル
の上限及び取引の種類に対する制限を含む、かかるアカウントの規則及びパラメータを定
めることができる。一部の実施形態では、下位アカウント及び下位アカウントの全資産の
所有者を子のユーザではなく親とすることができ、その為一部の実施形態では、場合によ
っては顧客確認（「ＫＹＣ：Ｋｎｏｗ　Ｙｏｕｒ　Ｃｕｓｔｏｍｅｒ」）に関する法律及
び規制に抵触する可能性がある、子が銀行又はシステムを相手に直接正式にアカウントを
確立することの必要がない場合がある。
【０２００】
　一部の実施形態では、親、教師、学校、又は他のエンティティがシステム内の子の挙動
を管理する規則を規定することができる。例えば規則は、様々なユーザが、取引、メッセ
ージの送信、写真の投稿等の様々な種類の活動に従事する許容時間を定めることができる
（例えば授業時間中は活動又は取引を認めない）。
【０２０１】
　一部の実施形態では、本システムはユーザが金融商品の購入及び取引を学習できる「模
擬」取引システムを提供することができる。この「模擬」システムは、実際のものではな
く「偽の」金融商品及び金銭を使用して本システムの全ての特徴を実装することができる
。システム取引の規模を概算することによって料金も得ることができる。
【０２０２】
収益
　一部の実施形態では、本システムは料金を課し、さもなければ様々なソースから種々の
方法で収益を得ることができる。サーバは、ユーザへの広告、例えば任意のアカウントの
動作に関連して提示される広告について広告主に課金し、ユーザデータ（例えば購入及び
取引動作を含むユーザの任意の情報、及び／又はトレンドセッター若しくは思想的リーダ
ーとして分類されているユーザに関する情報）を例えば広告主に売り、「話題の」又は流
行の製品、サービス、ブランド、若しくは他のトレンドに関する情報を売り、ＤＤＲ及び
他の金融取引に対する仲介料を集め、アカウント及び他の銀行型の料金（例えば当座預金
に関する料金、毎月の料金、当座貸越しの料金、遅滞料等、銀行が課す任意の類似料金）
を課し、且つ／又は参加料を競うことができる。一部の実施形態では、トレーダの情報、
例えば好み、地理的属性、所属、又はそれらの集合にアクセスする為に金融会社に料金を
課すことができ、又は接触の為のメッセージ料が課される場合もある。教育分野の又は会
社の採用機関にも、メンバの能力又は他の特質に関する情報について料金を課すことがで
きる。新たなロゴの作成又は既存のロゴの一覧へのアクセスに対して料金を課すこともで
きる。
【０２０３】
　一部の実施形態では、これらの方法を実現する為のハードウェア及びソフトウェアを含
む１つ又は複数のシステムが提供される。
【０２０４】
図１．例示的システム
　本発明の一部の実施形態は、ユーザが例えばドル預託証券を使用して取り引きし、単一
ユーザアカウント及びマルチユーザアカウントを作成して管理する為のシステム及び方法
を提供する。
【０２０５】
　システム１００は、１つ又は複数のデータベース８０に結合される１つ又は複数のサー
バ２、１つ又は複数のデータプロバイダ８ａ～８ｎ、１人又は複数のエンドユーザ１０ａ
～１０ｎ、及び１つ又は複数のアカウントエージェント１２を含むことができる。データ
プロバイダ８ａ～８ｎ、ユーザ１０、アカウントエージェント１２、及びサーバ２は互い
にそれぞれ通信することができる。ユーザ１０は、例えば１つ又は複数のアカウントに関
して他のユーザ１０と通信することもできる。
【０２０６】
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　サーバ２は、１つ又は複数のプロセッサ、コンピュータ、コンピュータシステム、コン
ピュータネットワーク、及び／又はコンピュータデータベースを含むことができる。サー
バ２は、モジュール１８～６４を含むことができる。サーバ２は、データベース８０等の
１つ又は複数のデータベースも含むことができる。サーバ２は、ユーザ１０、データプロ
バイダ８、及びアカウントエージェント１２と通信することができる。例えばサーバ２は
、ユーザのコンピュータのブラウザ等、ユーザ１０のコンピュータと例えばインターネッ
トを介して通信することができる。
【０２０７】
　データベース８０は、１つ又は複数のプロセッサ、コンピュータ、コンピュータシステ
ム、コンピュータネットワーク、及び／又は情報を記憶するように構成されるコンピュー
タデータベースを含むことができる。データベース８０のそれぞれは、例えばサーバ２の
１つ又は複数のモジュールを介してサーバ２と通信することができる。例えば、サーバ２
及びモジュールは、データベース８０内に情報を記憶することができ、データベース８０
内に記憶されている情報を使用することもできる。
【０２０８】
　ユーザ１０ａ～１０ｎは、１人又は複数の人間を含み得る。ユーザは、アカウントを作
成して管理し、単一アカウント又はグループアカウントに資産を出資し、或るアカウント
から別のアカウントに資産を移し、アカウントに関するパラメータを指定して伝達し、且
つ／又は他の方法でシステム１００の１人若しくは複数のユーザ、サーバ、データプロバ
イダ、又は他の要素と対話することができる。ユーザ１０は、関連するアカウントに関す
る情報を与え、又は受け取ることができる。ユーザ１０は、アカウントを作成し、管理し
、清算する為に、アカウントエージェント１２、サーバ２、及び／又は他のユーザ１０と
対話することができる。本願で使用するとき、ユーザ１０ａ～１０ｎは、ユーザのＰＤＡ
やコンピュータ、又はインターネットエクスプローラ（商標）、クローム、サファリのよ
うなコンピュータウェブブラウザ等のユーザのコンピュータ上で実行されるプログラム等
、データプロバイダ８、エージェント１２、及び／又はサーバ２と通信することができる
システム１００の他の構成要素（サーバ２等）へのユーザのインターフェイスも指す場合
がある。
【０２０９】
　データプロバイダ８は、１つ又は複数のアカウント、１人又は複数のユーザ、１つ又は
複数の金融商品、１つ又は複数の資産、ドル預託証券、及び価値（例えば金融商品やその
基礎を成す資産の価格）等の他の情報に関する又は関係し得る情報を発表しさもなければ
提供する任意の人物、プロセッサ、情報サービス、又は他のエンティティを含み得る。情
報はサーバ２、ユーザ１０、及び／又はアカウントエージェント１２に提供され得る。例
えばデータプロバイダ８は、資産評価人、データフィード、ＥＴＦ価格プロバイダ（例え
ばリアルタイム価格最新情報及び株価表示機情報を提供するエンティティ）、データサー
ビス、ウェブサイト、又はアカウント若しくはユーザに関係する他の情報源を含み得る。
一部の実施形態では、アカウント（例えば映画の代金を支払う友人のグループ用に作成さ
れたアカウント）に関係する予定イベントに関する情報（例えば映画の時間）等、データ
がユーザ１０又はユーザアカウントの興味を引く可能性がある情報を含み得る。
【０２１０】
　データプロバイダ８は、情報が最初に公衆に公開されるとき、又は別の時点において情
報をリアルタイムで提供することができる。データプロバイダ８は、映像、音声（例えば
ラジオ放送）、テキスト（株価表示機式の情報）、かかる情報を伝えることができる他の
データ等、様々な形式及び手段の何れか１つ又は複数によってかかる情報を提供すること
ができる。データは、様々な異なるタイミングで提供することができる。一部の実施形態
では、例えばデータフィード（例えばテキストや音声形式の金融情報の実況放送等、イベ
ント情報のリアルタイム最新情報を含むデータストリーム）によってデータを定期的に、
継続的に、又は絶え間なく提供することができる。一部の実施形態では、データ、例えば
アカウントに関係する映画の週末興行収入に関する情報をイベント後に提供することがで
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きる。
【０２１１】
　一部の実施形態では、データプロバイダ８が、アカウント、アカウント資産、アカウン
トの目的、アカウントに関係するイベントに関する情報又は他の情報をサーバ２（及び／
又はアカウントエージェント１２及び／又はユーザ１０）に与えることができる。例えば
データプロバイダ８は、１つ又は複数の金融商品や他の資産の１つ又は複数の価格等、市
場情報に関する情報を提供することができる。
【０２１２】
　アカウントエージェント１２は、アカウントを作成し、管理し、清算し、閉じる１つ又
は複数の側面を処理し得る、１つ又は複数のブローカ、ディーラ、銀行、アカウントマネ
ージャ、アカウントホルダ、又は他の当事者を含み得る。アカウントエージェント１２は
、ドル預託証券を作成して管理するエンティティを含み得る。例えばアカウントエージェ
ント１２は、１つ又は複数の株式（例えば公に取り引きされている企業の株式）を取得し
、１つ又は複数の株から複数のドル預託証券を作成し、ドル預託証券の１つ又は複数を１
人又は複数のユーザに発行し、ユーザがドル預託証券を互いに及びアカウントエージェン
ト（例えば発行元のアカウントエージェント）を相手に買い、売り、交換すること、並び
にドル預託証券を償還できるようにすることができる。アカウントエージェント１２は、
アカウントを管理し、サーバやユーザ等、システム内の１つ又は複数の他のエンティティ
にアカウント情報を提供することができる。
【０２１３】
　サーバ２は、コンピュータ、サーバ、ハブ、中央処理装置、ネットワーク内の他のエン
ティティ、又は他のプロセッサを含むことができる。サーバ２は、システム１００の他の
様々な要素と通信する為の入出力装置を含み得る。一部の実施形態では、サーバ２が、ア
カウントを保持し管理する為の銀行、並びに金融商品及び他の資産を取り引きする為の取
引所を含み得る。
【０２１４】
　一部の実施形態では、サーバ２がエンドユーザのコンピュータ１０内に、例えばユーザ
のウェブブラウザ内のツールバーやユーザのコンピュータ上で実行される別のプログラム
として含まれ得る。
【０２１５】
　図１に示すように、サーバ２は、モジュール２２～３４等の複数のモジュールを含むこ
とができる。各モジュールは、プロセッサ並びに他のモジュール、データベース、及び他
のシステム要素と通信する為の入出力装置を含み得る。
【０２１６】
　ユーザインターフェイスモジュール２２は、ユーザと通信することができる。ユーザイ
ンターフェイスモジュールはユーザと通信することができ、それによりユーザはアカウン
トを設立し、アカウントにログインし、他のユーザ及びアカウントに関する選択（例えば
ユーザの「友人の」ネットワークのメンバによって作成された映画に関係するアカウント
に参加する選択）を提出するようにユーザを促し、１つ又は複数の作品に関するユーザの
好み及び選択を受け取り、１つ又は複数の作品に関する情報を提供する為にユーザと通信
することができる。
【０２１７】
　ユーザインターフェイスモジュール２２は、例えば表示装置（例えばユーザ端末におけ
る表示装置）やスピーカ等のユーザ出力装置において、ユーザに向けて情報を出力させる
ことができる。ユーザに出力される情報は、ユーザアカウント、１つ又は複数のユーザ又
はアカウント、（例えばユーザ及びアカウントに関する）選択、及び本明細書に記載の他
の情報に関係し得る。ユーザインターフェイスモジュールは、情報を例えばインターネッ
ト（例えば電子メールやウェブページによって）や電気通信サービス等のネットワーク通
信を介して電子的に伝達することができる。一部の実施形態では、ユーザインターフェイ
スモジュール２２が、グループアカウントを管理するパラメータ、価格情報（例えば特定
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のドル預託証券の現在価格又は市場価値）、及び他の情報を閲覧し又は作成する為の要求
等、１つ又は複数のユーザ若しくはアカウントに関する情報をユーザが要求する為の入力
装置を含み得る。
【０２１８】
　ユーザ選択モジュール２４は、１つ又は複数のユーザ及びアカウントに関するユーザ選
択を受け取り、識別し、又は明らかにすることができる。例えばこのモジュールは、ユー
ザインターフェイスと対話するユーザから選択を受け取ることができる。このモジュール
は、自動化されたユーザ端末から選択を受け取ることもできる。このモジュールは、１つ
又は複数のユーザ、アカウント、若しくは資産（サーバを介して、さもなければ取引所で
取り引きされる資産等）に関するユーザ選択を自動で明らかにするプログラムに基づいて
ユーザ選択を突き止めることもできる。ユーザ選択は、１つ又は複数のユーザ、アカウン
ト、及び資産に関する以下の何れかに関係する、又は以下の何れかを指定する選択及び他
の情報を含むことができ、以下とはつまり、パラメータ、値情報（例えば過去及び現在の
価格情報）、好ましい取引相手、グループアカウントに参加するのに好ましいユーザ又は
「友人」、アカウント情報を閲覧し、最新情報（例えばユーザがメンバであるアカウント
に新たな人物が参加したときの通知等、アカウントに関する最新情報）を受け取る為の選
択、及び他の選択である。
【０２１９】
　金融情報モジュール２６は、１つ又は複数のユーザ、アカウント、及び資産に関連する
金融情報を明らかにすることができる。例えば、金融情報モジュールは、アカウント又は
アカウント内の資産の価値、アカウント内の資産の購入価格、グループアカウントのアカ
ウント値、及び１つ又は複数のグループアカウントのユーザの割当分（例えば合計割当分
や流動割当分）、かかる値の経時的変化、及び他の金融情報を明らかにすることができる
。
【０２２０】
　一部の実施形態では、金融商品モジュール２６が、ドル預託証券の作成、発行、取引、
及び回収を管理することができる。
【０２２１】
　支払額モジュール２８が、１つ又は複数のアカウント、ドル預託証券、又は他の資産に
関連する権利に関する（例えばユーザ若しくはサーバに支払うべき、又はユーザ若しくは
サーバによって受け取られるべき）支払額を決定することができる。
【０２２２】
　パラメータモジュール３０が、アカウントの作成、管理、及び処分を定める規則等、ア
カウントに関するパラメータ及び他の情報を決定することができる。
【０２２３】
　資産検索モジュール３２が、例えば１つ又は複数の検索パラメータに基づいて１つ又は
複数のドル預託証券又は他の資産を検索し、識別することができる。例えば、資産検索モ
ジュールは、１つ又は複数の金融データベースを例えばインターネットを介して検索し、
ユーザの選択に基づくパラメータ等の１つ又は複数のパラメータを満たす、１つ又は複数
のドル預託証券又は他の資産を突き止めることができる。
【０２２４】
　価格モジュール３４は、１つ又は複数の価値又は価格を決定し、それを１つ又は複数の
アカウント、アカウントの一部、ドル預託証券等の金融商品、及び他の資産に関連付ける
ことができる。例えば価格モジュールは、複数のグループアカウント内のユーザが所有す
る資産の価格又は価値（正味現在価値等）を決定することができる。価格には、現在価格
、過去の価格（例えば１週間前やドル預託証券の当初発行期日等の過去の時点における市
場価格等の価格）、及び（例えば特定のドル預託証券の価値における最近の上昇や下落等
の変化する価格情報に基づいて）推定される将来の価格が含まれ得る。
【０２２５】
　ロゴモジュール３６は、メンバ、グループ、リーグのカスタムロゴ、企業ロゴ、及び構
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築されたポートフォリオのロゴを記憶し、管理することができる。本システムは、商標保
護の為にロゴを登録する為の規則及び手続きも提供することができる。加えて本システム
は、新たなロゴを作成する為のツールも提供することができる。
【０２２６】
　取引モジュール３８が、例えば現金及び／又は他の金融商品若しくは資産と引き換えの
、ＤＤＲの発行及び二次取引並びに他の金融商品の取引を管理することができる。取引モ
ジュールは、ユーザ、ブローカ、取引所、及び他のエンティティとインターフェイスする
ことができる。
【０２２７】
　レポモジュール４０が、レポ取引の作成、取引、及び実施を管理することができる。
【０２２８】
データベース
　図１に示すように、データベース８０はサーバ２に結合され得る。以下で説明するよう
に、データベース８０は複数のデータベースを含むことができる。データベース８０は、
ユーザ、要素に関する情報、及び他の情報を記憶することができる。
【０２２９】
　モジュールは別々に又は様々な組合せで機能することができる。単一のサーバ内にモジ
ュールを図示したが、これらのモジュールは幾つかのサーバの間で動作することもできる
。モジュールは、同じく集合的に又は別々に機能し得る複数のデータベースと通信するこ
とができる。
【０２３０】
　サーバ２のモジュールは、外部データ、データベース、及び他の入力を含む様々なデー
タ源を記憶し、それらにアクセスし、さもなければそれらと対話することができる。
【０２３１】
例示的方法
　一部の実施形態では、少なくとも１つのプロセッサ及びメモリを含む機器が、本明細書
に記載の流れ図の中の動作を実現することができる。メモリは、実行時に以下の様々なブ
ロックに対応する様々な動作を、例えば開示する順序で又は別の順序で実行するようにプ
ロセッサに指示する命令を記憶する、１つ又は複数のデータベースを記憶することができ
る。
【０２３２】
　図２は、本明細書で開示する方法の少なくとも一実施形態による、グループアカウント
を作成して管理する為の一例示的流れ図を示す。
【０２３３】
　ブロックごとに記載する各機能は、例えばモジュールごとに上記で説明した方法に従っ
て、その機能を実行できるモジュールを使用して実行し得ることを理解すべきである。こ
れらのブロック内に記載する動作は、（図示の例示的順序を含むがこれのみに限定されな
い）任意の順序で実行することができ、全てのブロックを実行する必要はないことも理解
すべきである。
【０２３４】
　ブロック２０５で、ユーザが、アカウントを作成するように別のユーザに要求すること
ができる。例えば、第１のユーザは、第２のユーザがアカウントを、例えば第２のユーザ
の為に、第１のユーザの為に、第１のユーザ及び第２のユーザの為に、又は別のユーザ群
の為に作成することを要求するメッセージを第２のユーザに送ることができる。この要求
は、アカウントホルダに関する情報、並びに本明細書に記載の任意のパラメータ及び規則
を含むことができる。この要求に基づき、本システムはアカウントを作成するように他の
ユーザを促すことができる。
【０２３５】
　ブロック２１０で、１人又は複数のユーザ（第２のユーザ等）が、アカウントを作成す
るプロセスを開始することができる。本システムは、１人又は複数のユーザに対して、例
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えばアカウントホルダ及びアカウントパラメータに関する情報をその１人又は複数のユー
ザに促すユーザインターフェイスを表示させることができる。ユーザは、例えばインター
フェイスにおいて、アカウントに関連する１つ又は複数のパラメータを指定することがで
きる。例えばユーザは、アカウントホルダ、許可されたトレーダ、アカウントホルダを追
加又は除去する方法等を定めるパラメータ等、アカウントの様々な特徴を例えば本明細書
に記載の通りに管理するパラメータ及び／又は規則を指定することができる。
【０２３６】
　一部の実施形態では、ユーザ群がアカウントのパラメータを協力して定めることができ
る。例えば本システムは、グループアカウントを定めるユーザ群（又は例えば親のアカウ
ントに結び付く子のアカウントをカスタマイズする親子）に対し、複数のアカウントカス
タマイズインターフェイスを表示させることができる。各ユーザは、他のユーザに表示さ
れることになる特定のパラメータを提案することができ、ユーザは各パラメータに投票す
ることができる。
【０２３７】
　一部の実施形態では、或るユーザがアカウントの統括者として指定される。他のユーザ
は、統括ユーザのインターフェイス上に表示されるパラメータを提案することができ、統
括ユーザがそのアカウントの最終的な全パラメータを作成し、又は承認する。つまり、一
部のユーザが入力を提示することができるが、統括ユーザの選択及びそのアカウントの仕
様が支配する。
【０２３８】
　ブロック２１５で、システムが、例えば１人又は複数のユーザによって指定されたパラ
メータに従ってアカウントを作成することができる。
【０２３９】
　ブロック２２０で、アカウントホルダが、アカウントに参加するように別のユーザを招
待することができる。例えばアカウントホルダは、他のユーザにメッセージを送ることが
できる。そのメッセージは、他のユーザによって選択されるとき、他のユーザがアカウン
トに参加することを可能にし得る選択可能なリンク又はアイコンを含んでも良い。一部の
実施形態では、そのメッセージは、アカウントに参加する為のアクセスを可能にするパス
ワード又は他のコードを含むことができる。そのメッセージは、アカウントに関する要件
又は他の情報、例えば必要な参加料やアカウントへの必要な出資も含むことができる。例
えばそのメッセージは、招待されたユーザが承認暗証番号を入力し、アカウントに＄１０
出資することによってアカウントに参加できることを規定することができる。
【０２４０】
　ブロック２２５で、招待された１人又は複数のユーザのうちの少なくとも１人がアカウ
ントに参加することができる。例えば、招待されたユーザは、アカウントのウェブサイト
で暗証番号を入力してアカウントに参加することができる。
【０２４１】
　ブロック２３０で、アカウント資産を取り引きすることを許可されたアカウントホルダ
が、例えばアカウント内の投資ポートフォリオの為に、１つ又は複数の取引をアカウント
内で実行することができる。例えば許可されたアカウントホルダは、株式、債権、オプシ
ョン、先物、ＤＤＲを売買し、レポ取引に関与し、ローンを組み、資金を借り、アカウン
トに関する他の金融取引を行うことができる。他の許可されたアカウントホルダも同様に
ポートフォリオに関する取引を行うことができる。一部の実施形態では、アカウントが複
数のポートフォリオを含む場合があり、各ポートフォリオは、そのポートフォリオの取引
を行うことを許可された１人又は複数のアカウントホルダを有する。
【０２４２】
　一部の実施形態では、システムの（例えば異なるアカウントを有する）他のユーザと共
に取引を果たすことができる。システムは取引を追跡し、様々なポートフォリオの財務実
績及び様々なトレーダの取引判断を評価することができる。
【０２４３】
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　一部の実施形態では、取引所（例えばニューヨーク証券取引所、ＮＡＳＤＡＱ、イース
ピード（ｅＳｐｅｅｄ）プラットフォーム、又は他の取引所と機能及び特徴の面で同様に
機能する取引所）に取引のビッド及びオファーを提出し、取引所がビッドとオファーとを
結び付けることができる。指値注文、最高値限定注文（ｏｎｌｙ　ａｔ　ｂｅｓｔ　ｏｒ
ｄｅｒｓ）、フィルオンクローズ（ｆｉｌｌ　ｏｎ　ｃｌｏｓｅ）、至急注文やキャンセ
ル、及び当技術分野で知られている他の任意の種類の注文等、様々な種類の注文を提出す
ることができる。
【０２４４】
　ブロック２３５で、アカウントホルダが、ピザパーティ等のイベント及び／又は映画鑑
賞会の映画のチケットにアカウント資金を使い又は割り当てることができる。例えばアカ
ウントホルダは、アカウント資金の半分を使用して、金曜日の夜の映画に参加するアカウ
ントホルダの為に映画のチケットを購入することができる。一部の実施形態では、（例え
ば映画に行かない）未参加のアカウントホルダは、アカウント資金の一部を取り戻す、例
えばそれらのアカウントホルダは映画又はピザに参加していない為、映画のチケットの価
格（又はその一部）を取り戻すことができる。
【０２４５】
　一部の実施形態では、そのようなイベント又は他のアカウント資金の割当て及びかかる
割当てを管理する規則をアカウント作成時に定めることができる。一部の実施形態では、
特定目的の為にアカウント資金を割り当てる権限を特定のアカウントホルダ（又は子のア
カウントホルダの親等の非アカウントホルダ）のみに与えることができる。そのような許
可されたアカウントホルダは、許可されたトレーダと同じでも異なっても良い。一部の実
施形態では、資金を割り当てる権限を与えられたアカウントホルダは、特定目的又は割当
てに必要な現金を得る為にアカウント資産（株式やＤＤＲ等）を売る取引権限が限られて
いる場合がある。一部の実施形態では、かかるアカウントホルダは、かかる特定目的の為
に取り引きする、例えばＤＤＲを映画のチケットと取り引きする権限が限られている場合
がある。
【０２４６】
　ブロック２４０で、アカウントホルダが、アカウント資産のうちの自らの割当分の完全
な又は部分的な回収を要求することができる。一部の実施形態では、許可されたアカウン
トホルダが、例えば関連する金額又は他の資産（例えばＤＤＲ）をそのアカウントホルダ
の個人アカウントに振り替えることによって償還を行うことができる。一部の実施形態で
は、許可されたアカウントホルダによるかかる償還の振替をシステムが、例えば一定限度
（例えばアカウントのアカウントホルダ割当分の５０％や１００％）まで自動で承認する
ことができる。このようにして、アカウントホルダがアカウントを部分的に又は完全に「
清算」することができる。一部の実施形態では、完全に「清算」したユーザはそのアカウ
ントから自動で除去される。他の実施形態では、かかるアカウントホルダがそのアカウン
トのメンバであり続け、例えばそのアカウントへの完全な（又は部分的に制限された）ア
クセスを保つ。
【０２４７】
　ブロック２４５で、許可されたアカウントホルダが、完全な又は部分的な回収の要求を
承認することができる。
【０２４８】
　ブロック２５０で、アカウントホルダがそのアカウントを去ることができる。一部の実
施形態では、アカウントホルダがまずそのアカウントを去ることを要求することができ、
次いで許可されたアカウントホルダがその要求を承認することができる。一部の実施形態
では、例えば離脱アカウントホルダのアカウント所有権を「清算」し又は償還する為に、
離脱アカウントホルダのアカウントにアカウントの一部を移すことができる。（例えばア
カウントホルダは、例えばアカウント資産のうちのアカウント設立時の自身の１１％の出
資に基づき、又は離脱アカウントホルダの取引、譲渡、アカウント内での他の活動等の他
の基準及び状況に基づき、アカウントの１１％を所有し得る。）かかる振替は、例えばア
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カウントを去るアカウントホルダの要求に応答して、又は許可されたアカウントホルダが
離脱要求を承認することに応答して自動で実行され得る。
【０２４９】
　一部の実施形態では、離脱アカウントホルダのアカウント割当分を「清算」し又は償還
するのに十分な現金又は流動資金がアカウントにない場合がある。他の実施形態では、例
えばアカウントが所有する金融商品を売ることにより、アカウントが自動で資産を現金化
することができる。一部の実施形態では、システムがそのような売り又は他の取引を自動
で提案することができ、アカウント上の許可されたトレーダが提案された取引を承認する
ことができる。
【０２５０】
　一部の実施形態では、離脱アカウントホルダがアカウントから先取特権又は「ＩＯＵ」
を受け取ることができる。アカウントは、流動資金が使用可能になったときに先取特権又
は「ＩＯＵ」を自動で履行することができる。
【０２５１】
　一部の実施形態では、アカウントが、非流動（又はより流動的でない）資産を用いて離
脱アカウントホルダに償還することができる。一部の実施形態では、アカウントが、現金
及び／若しくは株式、ＤＤＲ等の金融商品、並びに／又は他の商品を用いて離脱アカウン
トホルダに償還することができる。
【０２５２】
　ブロック２５５で、例えばパラメータを修正する権限を与えられた１人又は複数のユー
ザにより、アカウントのパラメータが修正され得る。一部の実施形態では、アカウントの
残高、アカウントホルダの名前、アカウント又はアカウントの１人若しくは複数のユーザ
に関連するロゴ、最近の取引、現在の設定及びパラメータ、アカウントに関連する次回の
活動（例えばピザパーティ）、他の情報等、アカウント情報をユーザに出力することがで
きる。
【０２５３】
　ブロック２６０で、１人又は複数のアカウントホルダが、１人又は複数の他のアカウン
トホルダ及び／又は非アカウントホルダと通信することができる。例えばアカウントホル
ダは、アカウントに参加するように１人又は複数の非アカウントホルダを招待するメッセ
ージを送ることができる。アカウントに関連する「好き」表示をクリックすることにより
、非アカウントホルダがそのアカウントを「好き」である可能性があり、ソーシャルネッ
トワーク内の「気に入っている」ユーザのつながりのように、「好き」に関する情報を１
人又は複数の他のユーザにブロードキャストすることができる。フェイスブック、マイス
ペース（ＭｙＳｐａｃｅ）、フレンドスター（Ｆｒｉｅｎｄｓｔｅｒ）、インスタグラム
、及びツイッター内で知られているもの等、他のソーシャルネットワークコミュニケーシ
ョンも本明細書で考えられる。
【０２５４】
　一部の実施形態では、ユーザがチュートリアルや他のビデオ及び他のコンテンツを投稿
し、他のユーザがそのビデオ及びコンテンツを閲覧し、評価することができる。
【０２５５】
　ブロック２６５で、システムがユーザ及びアカウントの活動及び通信に基づいて情報を
求めることができる。例えばシステムは、（例えばターゲット広告の為に）ユーザの好み
に関する情報を求め、どの製品、ブランド、又は企業が「話題」であり若しくは流行って
いるかを求め、ビデオ等のコンテンツの評価スコアを（例えばレビュースコアやダウンロ
ード回数に基づいて）求め、様々なユーザ、ポートフォリオ、アカウントの財務実績スコ
ア及び他の情報を求めることができる。
【０２５６】
　ブロック２７０で、この情報の一部又は全てを１人又は複数のユーザに提供することが
できる。例えば、閲覧可能なユーザビデオの表示が、そのビデオのユーザ評価スコアを（
例えば幅広いカテゴリ内で）示すことができる。１つ又は複数の測定基準（最高内部収益
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率等）に応じた「最高のトレーダ」のランキングを、例えばユーザ又はユーザの一部（特
定の学校、都市、州、年齢のユーザ等）に発表することができる。システムは「流行」リ
ストを発表することもできる。システムは、追跡情報に基づいてターゲット広告をユーザ
に向けて表示させることができる。
【０２５７】
　一部の実施形態では、例えばユーザの好みに基づき、ユーザが参加に興味を抱く可能性
があるかかる「提案」アカウントをシステムが自動で送ることができる。
【０２５８】
　ブロック２７５で、アカウントが、例えば有価証券のポートフォリオを含む投資信託を
作ることができる。一部の実施形態では、アカウントホルダ等のユーザに投資信託の持分
が発行され得る。
【０２５９】
　ブロック２８０で、或るアカウントのポートフォリオを、１つ又は複数の他のアカウン
トの１つ又は複数のポートフォリオと組み合わせることができる。例えば、複数のアカウ
ントを単一のアカウントにまとめることができる。一部の実施形態では、２つのアカウン
トが別々のアカウント識別情報を保つが、アカウント資産の所有権を共有する場合がある
。一部の実施形態では、１つのアカウントを、組み合わせられた投資信託を操作し、管理
する「支配的」アカウント（より大きいアカウント、投資信託のより大きい持分を有する
アカウント、投資信託を開始したアカウント等）とすることができる。投資信託は、投資
信託の１つのアカウントホルダから他の投資信託のアカウントホルダへの合併要求に応じ
て組み合わせることができる。
【０２６０】
　ブロック２８５で、アカウントホルダが、例えば本明細書に記載の通りに第２のアカウ
ントを開始することができる。第２のアカウントは元のアカウントに結び付けられても良
い。第２のアカウントは、例えば異なるアカウントホルダを含め、異なるパラメータを有
することができる。アカウントホルダは、アカウントに参加するように１人又は複数の他
者を招待することができる。
【０２６１】
　図３は、本明細書で開示する方法の少なくとも一実施形態によるドル預託証券を発行し
て取り引きする為の流れ図を示す。
【０２６２】
　ブロック３０２で、仲介者等の当事者が、複数のＩＢＭ株式等、１つ又は複数の単位の
金融商品を買うことができる。その株はアカウント内に記憶することができる。
【０２６３】
　ブロック３０４で、その金融商品に基づく１つ又は複数のドル預託証券（「ＤＤＲ」）
を作成することができる。ＤＤＲに対応する電子記録を記憶し、追跡することができる。
【０２６４】
　ブロック３０６で、ＤＤＲの１つ又は複数を新規株式公開で売りに出すことができる。
【０２６５】
　ブロック３０８で、１人又は複数のユーザが１つ又は複数のＤＤＲを買うことができる
。
【０２６６】
　ブロック３１０で、１人又は複数のユーザがＤＤＲの１つ又は複数の購入を申し込み、
又は例えば取引所を介した二次取引によってそれを売ることができる。一部の実施形態で
は、ユーザが１人又は複数の他のユーザ、１つ又は複数のブローカ（例えば発行ブローカ
等）、取引所、又は別のエンティティにオファーを提出することができる。
【０２６７】
　ブロック３１２で、例えば要求に応答し、ＤＤＲを或るアカウント（例えばグループア
カウント）から別のアカウントに移すことができる。
【０２６８】
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　ブロック３１４で、或るユーザが、例えば第２のユーザにレポ取引を提案することがで
きる。この提案は、資産量（例えばアカウント又は別のアカウント内の１つ又は複数のＤ
ＤＲや他の金融商品）と交換される資金額、利率又は料金、及び清算日等の時間や継続期
間を指定することができる。一部の実施形態では、両当事者が同意すれば清算日を延期す
ることができる。
【０２６９】
　ブロック３１６で、レポ取引に参加する要求を第２のユーザが承認することができる。
【０２７０】
　ブロック３１８で、レポ取引に１つ又は複数のＤＤＲ（及び／又は他の金融商品）を使
用することができる。システムは、レポ条件に従って資金及び資産（並びに料金）のやり
取りを助けることができる。
【０２７１】
　ブロック３２０で、１つ又は複数のＤＤＲを例えば現金と引き換えに償還することがで
きる。例えば、現在＄１４の価値がある額面＄１０のＩＢＭのＤＤＲを＄１４で、又は＄
１４からサービス料若しくは取引料を引いた額に近い金額で、若しくは他の金額で（例え
ばこのＤＤＲを作成したブローカ又は別のエンティティから）償還することができる。一
部の実施形態では、本明細書の他の箇所で記載される通りに端数額に対処することができ
る。
【０２７２】
　ブロック３２２で、１つ又は複数のＤＤＲを金融商品と引き換えに償還することができ
る。例えば、＄１００の額面価値、市場価値、又は他の決定価値を有するＩＢＭ株のＤＤ
Ｒを、＄１００の決定価値（例えば市場価値）を有するＩＢＭ株（又は別の有価証券）と
引き換えに償還することができる。一部の実施形態では、複数のＤＤＲが導出された元の
有価証券と引き換えに複数のＤＤＲを再び「償還」することができる。ＤＤＲは金融商品
と交換することができる。
【０２７３】
　図４は、本明細書で開示する方法の少なくとも一実施形態によるアカウントを作成し、
管理する為の一例示的インターフェイスを示す。ウェブサイトを含み得るインターフェイ
ス４００内に示す通り、ユーザは様々な機能を実行する為に様々なボタン／アイコンを選
択することができる。例えば様々なボタン／アイコンは、あり得る取引を選択する、アカ
ウントのパラメータ／規則を設定する、別の個人又はグループアカウントを作成する、（
例えばユーザコンテンツ、アカウントのパフォーマンス、アカウントホルダの取引運用成
績の）評価を閲覧し又は修正する、選択（例えばアカウントの選択、興味のある株式）を
閲覧し又は修正する、グループイベントを計画する、次回のイベント（グループイベント
等）を閲覧する、アカウント情報を閲覧する、アカウント資産（アカウント内のＤＤＲ等
）を売買する、資金を（例えば対価と引き換えに、例えば別のユーザ又はアカウントに）
移す、購入資金を出す（例えばアカウント資金を使用して映画のチケットやピザを購入す
る）、取引を提案する（例えば別のアカウントの資金／資産と引き換えに資金／資産の交
換を提案する）、１人又は複数のユーザ又はアカウントホルダにメッセージを送る、レポ
取引を提案し又は構成する、現在のアカウント値を見る、及び他の情報を見る、を含み得
る。インターフェイスは、任意のパラメータ、提案、選択、又は本明細書で開示する他の
情報を構成し、閲覧し、且つ／又は伝達する為の、任意の適切な媒体（例えばコンピュー
タやスマートフォン）による任意の適切なインターフェイスを含み得ることを理解すべき
である。
【０２７４】
　一部の実施形態では、グループアカウントへの出資対象である為に、アカウント資産が
適格基準を満たす必要がある。例えば資産は、特定の閾値を上回る値、例えば＄１００を
上回る金銭的価値又は評価価値を有すると判定される場合にのみアカウントへの出資対象
となり得る。
【０２７５】
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　本明細書では多くの実施形態を実際の通貨及び実際の金融商品に関して説明したが、例
えば実際の通貨が使用されない疑似資金及び疑似金融商品を用いて様々な実施形態を等し
く実施できることを理解すべきである。このようにしてユーザは、実際の法的責任又は金
銭的損害を被ることなしに資金及び取引を扱う貴重な練習を積むことができる。
【０２７６】
　本発明の様々な実施形態は、本明細書に記載の流れ図のブロック内に記載した動作の一
部又は全てを使用すること、及び／又はそれらを本明細書に記載の他の任意の動作と組み
合わせて使用することを理解すべきである。更に、それらのブロック内に記載した動作は
、示された順序で又は他の任意の順序で実行することができる。
【０２７７】
　全てのプロンプト、要求、及び他の通信を電子メール、テキストメッセージ、音声通信
、インスタントメッセージ、及び当技術分野で知られている他の通信方法で伝送できるこ
とを理解すべきである。本明細書に記載した様々な方法ステップが人間、人間の介入なし
のコンピュータ、又は人間の介入ありのコンピュータによって実現され得ることも理解す
べきである。
【０２７８】
　本システムは、本明細書に記載した全ての情報を記憶すること、本明細書に記載した全
ての入力について（例えばコンピュータインターフェイスによって）１人又は複数のユー
ザ若しくは他の関連当事者を促すこと、及び本明細書に記載した全ての入力を、例えばコ
ンピュータインターフェイスによって受け取れることを理解すべきである。
【０２７９】
ＸＩＩ．代替技術
　様々な実施形態を作成し、使用し、又は実践する為に本明細書に記載した技術は、同じ
又は同様の目的で使用され得る可能な技術の一部に過ぎないことが理解されよう。本明細
書に記載した特定の技術は、限定的であるとして解釈すべきでない。むしろ様々な実施形
態は、様々な実施形態を作成し、使用し、又は実践する為の代替技術を予期する。
【０２８０】
　本発明の範囲から逸脱することなく、方法に修正、追加、又は省略を加えることができ
る。方法は、更に多くの、更に少ない、又は他のステップを含み得る。加えて、本発明の
範囲から逸脱することなくステップを任意の適切な順序で実行することができる。
【０２８１】
　本開示を特定の実施形態及び広く関連する方法に関して説明してきたが、それらの実施
形態及び方法の改変形態及び置換形態が当業者に明らかになる。従って、実施形態例につ
いての上記の説明が本開示を限定することはない。添付の特許請求の範囲に定める本開示
の趣旨及び範囲から逸脱することなく、他の変更形態、置換形態、及び改変形態も可能で
ある。
[付記１]
　アカウントを作成する為の要求を第１のユーザから少なくとも１個のプロセッサによっ
て受け取るステップと、
　前記アカウントの複数のアカウントホルダの指定を前記第１のユーザから前記少なくと
も１個のプロセッサによって受け取るステップと、
　アカウント資産を前記アカウント外に移す権限を与えられた前記複数のアカウントホル
ダのうちの一部の指定を前記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって
受け取るステップであって、前記複数のアカウントホルダのうちの前記一部は第２のユー
ザを含む、ステップと、
　アカウントホルダを前記アカウントに追加し、又は前記アカウントから除去できる方法
を定める規則の指定を前記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受
け取るステップと、
　前記少なくとも１個のプロセッサによって前記アカウントをアクティブにするステップ
と、



(51) JP 6423854 B2 2018.11.14

10

20

30

40

50

　前記アカウントの資産を取り引きする為の要求を前記第２のユーザから前記少なくとも
１個のプロセッサによって受け取るステップと、
　前記少なくとも１個のプロセッサによって前記要求された取引を生じさせるステップと
、
　アカウントホルダを追加し又は除去できる方法を定める前記規則に従い、前記少なくと
も１個のプロセッサによって新たなアカウントホルダを前記アカウントに追加するステッ
プと
を含む、方法。
[付記２]
　アカウントホルダを追加し又は除去できる方法を定める規則に従い、前記アカウントか
らアカウントホルダを除去するステップを更に含む、付記１に記載の方法。
[付記３]
　レポ取引にアカウント資産を使用する為の要求を前記少なくとも１個のプロセッサによ
って受け取るステップと、
　前記少なくとも１個のプロセッサによって前記レポ取引を生じさせるステップと
を更に含む、付記１又は２の何れか一項に記載の方法。
[付記４]
　レポ取引にアカウント資産を使用する為の前記要求が、利率、前記レポ取引の満了日、
前記レポ取引の影響を受けるアカウント資産、及び前記レポ取引の影響を受ける前記アカ
ウントの外にある資産を定めるステップを含む、付記３に記載の方法。
[付記５]
　前記要求された取引を生じさせるステップの前に、前記第２のユーザが前記要求された
取引を行う権限を有するとアカウントパラメータが規定しているかどうかを前記少なくと
も１個のプロセッサによって判定するステップ
を更に含む、付記１～４の何れか一項に記載の方法。
[付記６]
　複数の金融商品を含む投資信託を前記アカウント内に前記少なくとも１個のプロセッサ
によって生成するステップ
を更に含む、付記１～５の何れか一項に記載の方法。
[付記７]
　前記アカウント内の前記投資信託の株を買い込む為の要求を第３のユーザから前記少な
くとも１個のプロセッサによって受け取るステップと、
　或る資金額を前記第３のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取る
ステップと、
　前記資金額を使用し、前記投資信託の為の更なる資産を購入するステップと、
　前記アカウント内の前記投資信託の部分所有権を示す証拠を前記少なくとも１個のプロ
セッサによって前記第３のユーザに伝送するステップと
を更に含む、付記６に記載の方法。
[付記８]
　前記投資信託を第２のアカウント内の第２の投資信託と結合する為の要求を前記少なく
とも１個のプロセッサによって受け取るステップと、
　前記投資信託を前記第２の投資信託と結合する為の前記要求の承諾を、前記第１のアカ
ウントの許可されたアカウントホルダから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け
取るステップと、
　前記投資信託と前記第２の投資信託とを単一の投資信託へと前記少なくとも１個のプロ
セッサによって結合させるステップと
を更に含む、付記６又は７に記載の方法。
[付記９]
　前記アカウントのアカウントホルダと前記第２のアカウントのアカウントホルダとの間
で、前記結合された投資信託の所有権の割当てを決定するステップ
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を更に含む、付記８に記載の方法。
[付記１０]
　前記要求される取引が、少なくとも１つのドル預託証券（ＤＤＲ）を買い又は売る為の
要求を含む、付記１～９の何れか一項に記載の方法。
[付記１１]
　提案された販売及び買戻し約定（レポ）に準じて前記アカウント内の金銭を使用する為
の要求を当事者から受け取るステップ
を更に含む、付記１～１０の何れか一項に記載の方法。
[付記１２]
　アカウント資金を移す権限を有するアカウントホルダから、前記提案された販売及び買
戻し約定を締結し、前記約定に準じて前記当事者に或る金額を移す為の命令を受け取るス
テップであって、前記販売及び買戻し約定は移されるアカウント資金額、前記アカウント
内に移される１つ又は複数の資産、利率又は利払い額、及び将来の清算日を定める、ステ
ップと、
　前記命令に応答し、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記アカウントから前記
当事者に前記金額を移させるステップと、
　前記命令に応答し、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記１つ又は複数の資産
を前記アカウント内に移させるステップと
を更に含む、付記１１に記載の方法。
[付記１３]
　前記清算日に、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記アカウントから前記当事
者に前記１つ又は複数の資産を返却させるステップと、
　前記清算日に、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記金額に利息額を加えた額
を前記当事者から前記アカウント内に移させるステップと
を更に含む、付記１２に記載の方法。
[付記１４]
　提案された販売及び買戻し約定（レポ）に準じて前記アカウント内の１つ又は複数の資
産を使用する為の要求を当事者から受け取るステップ
を更に含む、付記１～１０の何れか一項に記載の方法。
[付記１５]
　アカウント資産を移す権限を有するアカウントホルダから、前記提案された販売及び買
戻し約定を締結し、前記約定に準じて前記当事者に前記要求された１つ又は複数の資産を
移す為の命令を受け取るステップであって、前記販売及び買戻し約定は移されるアカウン
ト資産、前記アカウント内に移される金額、利率又は利払い額、及び将来の清算日を定め
る、ステップと、
　前記命令に応答し、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記当事者から前記アカ
ウントに前記金銭を移させるステップと、
　前記命令に応答し、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記金額を前記アカウン
ト内に移させるステップと
を更に含む、付記１４に記載の方法。
[付記１６]
　前記清算日に、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記当事者から前記アカウン
トに前記１つ又は複数の資産を返却させるステップと、
　前記清算日に、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記金額に利息額を加えた額
を前記アカウントから前記当事者に移させるステップと
を更に含む、付記１５に記載の方法。
[付記１７]
　前記アカウントが作成され得る前に満たされなければならない初期要件を定める規則の
指定を前記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～１６の何れか一項に記載の方法。



(53) JP 6423854 B2 2018.11.14

10

20

30

40

50

[付記１８]
　前記アカウントがアクティブにされ得る前に前記アカウントに出資されなければならな
い最低金額を定める規則の指定を前記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサ
によって受け取るステップ
を更に含む、付記１～１７の何れか一項に記載の方法。
[付記１９]
　前記アカウントがアクティブにされ得る前に前記アカウントに参加しなければならない
最低ユーザ数を定める規則の指定を前記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッ
サによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～１８の何れか一項に記載の方法。
[付記２０]
　アカウント資産の所有権をアカウントホルダの間で分配する方法を定める規則の指定を
前記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～１９の何れか一項に記載の方法。
[付記２１]
　前記アカウントを管理する為の管理料を定める規則の指定を前記第１のユーザから前記
少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～２０の何れか一項に記載の方法。
[付記２２]
　他の資産と引き換えにアカウント資産を取り引きする権限をどのアカウントホルダが有
するのかを定める規則の指定を前記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサに
よって受け取るステップ
を更に含む、付記１～２１の何れか一項に記載の方法。
[付記２３]
　アカウントホルダが所有する前記アカウントの割当分に基づき、前記アカウントホルダ
が前記アカウント内の資金をどのように及び何時回収できるのかを定める規則の指定を前
記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～２２の何れか一項に記載の方法。
[付記２４]
　取引され得る前記アカウント内の資産の額に対する限度を定める規則の指定を前記第１
のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～２３の何れか一項に記載の方法。
[付記２５]
　アカウント資金を使用して購入され得る資産の種類に対する制限を定める規則の指定を
前記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～２４の何れか一項に記載の方法。
[付記２６]
　前記アカウントを管理する規則を修正できる方法を定める規則の指定を前記第１のユー
ザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～２５の何れか一項に記載の方法。
[付記２７]
　アカウントホルダに対するアカウント情報の表示に関する規則の指定を前記第１のユー
ザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～２６の何れか一項に記載の方法。
[付記２８]
　前記アカウントに関連するロゴをアカウントホルダが決定できる方法を管理する規則の
指定を前記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～２７の何れか一項に記載の方法。
[付記２９]
　前記アカウントと取り引きすることができない相手方を定める規則の指定を前記第１の
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ユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～２８の何れか一項に記載の方法。
[付記３０]
　前記アカウントの資産を別のアカウントの資産と前記結合することを管理する規則の指
定を前記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～２９の何れか一項に記載の方法。
[付記３１]
　前記アカウントを別のアカウントと前記結合することを管理する規則の指定を前記第１
のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～３０の何れか一項に記載の方法。
[付記３２]
　価値と交換可能なポイントをアカウントホルダが稼ぐ方法を管理する規則の指定を前記
第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～３１の何れか一項に記載の方法。
[付記３３]
　前記アカウントのポートフォリオの財務実績を測定する方法を管理する規則の指定を前
記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～３２の何れか一項に記載の方法。
[付記３４]
　複数の違反行為についてアカウントホルダに対して課される罰則を定める規則の指定を
前記第１のユーザから前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステップ
を更に含む、付記１～３３の何れか一項に記載の方法。
[付記３５]
　前記アカウントが子の為に作成され、且つ前記子の親によって定められる指針によって
管理される、付記１～３４の何れか一項に記載の方法。
[付記３６]
　前記子のアカウントが前記親のアカウントに結び付けられる、付記１～３５の何れか一
項に記載の方法。
[付記３７]
　アカウントホルダによるアカウント活動及び前記アカウントホルダからの通信に基づき
、前記アカウントホルダに関する情報を前記少なくとも１個のプロセッサによって求める
ステップと、
　前記アカウントホルダに関して求めた前記情報に基づき、前記アカウントホルダ向けの
複数の広告のうちの１つを前記少なくとも１個のプロセッサによって選択するステップと
、
　前記少なくとも１個のプロセッサによって、前記選択した広告を前記アカウントホルダ
向けに伝達させるステップと
を更に含む、付記１～３６の何れか一項に記載の方法。
[付記３８]
　前記アカウントのアカウントホルダからビデオを前記少なくとも１個のプロセッサによ
って受け取るステップと、
　前記ビデオの表示を複数のユーザに向けて表示させるステップと、
　ユーザによる前記表示の選択を受け取るステップと、
　前記選択に応答し、前記ビデオを前記ユーザに向けて表示させるステップと、
　前記ビデオに関連する評価表示を前記ユーザに向けて表示させるステップと、
　前記評価表示の選択を受け取るステップと、
　前記評価表示の選択を受け取ることに応答し、前記ビデオに関する評価情報について前
記ユーザを促すステップと、
　前記ビデオに関する評価情報を前記少なくとも１個のプロセッサによって受け取るステ
ップと
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を更に含む、付記１～３６の何れか一項に記載の方法。
[付記３９]
　前記ビデオに関する評価情報を複数のユーザから受け取るステップと、
　前記ビデオに関する総合評価情報を出力するステップと
を更に含む、付記３８に記載の方法。
[付記４０]
　前記アカウントホルダを含む複数のユーザによってアップロードされた複数のビデオに
関する評価情報を受け取るステップと、
　ビデオごとに受け取った前記評価情報を集約するステップと、
　前記複数のビデオの中から最も評価が高いビデオを決定するステップであって、前記決
定された最も評価が高いビデオは前記アカウントホルダから受け取られる前記ビデオを含
む、ステップと、
　最も評価が高いビデオの一覧を表示させるステップであって、前記一覧は前記最も評価
が高いビデオとしての前記ビデオの識別情報を含む、ステップと
を更に含む、付記３９に記載の方法。
[付記４１]
　前記ビデオが金融概念に関するチュートリアルを含む、付記３８～４０の何れか一項に
記載の方法。
[付記４２]
　前記複数のビデオのそれぞれが前記同じ金融概念に関するビデオを含む、付記３８～４
１の何れか一項に記載の方法。
[付記４３]
　前記アカウントホルダから受け取られるビデオが前記最も評価が高いビデオであると判
定することに応答し、前記少なくとも１個のプロセッサによって前記アカウントホルダに
利益を授与するステップ
を更に含む、付記３８～４０の何れか一項に記載の方法。
[付記４４]
　前記利益が金銭を含む、付記４３に記載の方法。
[付記４５]
　前記利益が、前記システムへのコンテンツのプロバイダを選択する権利を含む、付記４
３又は４４に記載の方法。
[付記４６]
　前記利益が、指定のトピックに関するコンテンツを前記システムに与える為に招待され
る人物を選択する権利を含む、付記４３～４５の何れか一項に記載の方法。
[付記４７]
　複数のロゴであって、それぞれのロゴがアカウントに関連する複数のロゴに関する評価
情報を受け取るステップと、
　前記評価情報に基づいて最も評価が高いロゴを決定するステップと、
　前記最も評価が高いロゴに関連するアカウントに利益を授与するステップと
を更に含む、付記１～４６の何れか一項に記載の方法。
[付記４８]
　アカウント資金をグループイベントに割り振る為の要求をアカウントホルダから受け取
るステップ
を更に含む、付記１～４７の何れか一項に記載の方法。
[付記４９]
　アカウント資金をグループイベントに割り振る為の前記要求を、前記アカウントの資金
を割り振る権限を与えられたアカウントホルダに伝達するステップと、
　前記アカウントに資金を割り振る権限を与えられた前記アカウントホルダから、前記グ
ループイベントに資金を割り振る命令を受け取るステップと、
　前記グループイベントに前記資金を割り振らせるステップと
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[付記５０]
　ドル預託証券の売りを提供するステップであって、前記提供する行為は、前記ドル預託
証券に関する情報を表示装置において表示させるステップを含み、前記ドル預託証券は取
引所で取り引きされる金融商品内の部分的権益を表し、前記情報は前記ドル預託証券の値
付けに関連する時間及び前記金融商品の指示を含む、ステップと、
　第１の量の前記ドル預託証券を買う為の要求をユーザから少なくとも１個のプロセッサ
によって受け取るステップと、
　前記第１の量の前記ドル預託証券に対する支払を前記ユーザから前記少なくとも１個の
プロセッサによって受け取るステップと、
　前記第１の量の前記ドル預託証券の所有権の証拠を前記ユーザに前記少なくとも１個の
プロセッサによって伝送するステップと
を更に含む、付記１～４９の何れか一項に記載の方法。
[付記５１]
　ドル預託証券の売りを提供するステップであって、前記提供する行為は、前記ドル預託
証券に関する情報を表示装置において表示させるステップを含み、前記ドル預託証券は取
引所で取り引きされる金融商品内の部分的権益を表し、前記情報は前記ドル預託証券の値
付けに関連する時間及び前記金融商品の指示を含む、ステップと、
　第１の量の前記ドル預託証券を買う為の要求をユーザから少なくとも１個のプロセッサ
によって受け取るステップと、
　前記第１の量の前記ドル預託証券に対する支払を前記ユーザから前記少なくとも１個の
プロセッサによって受け取るステップと、
　前記第１の量の前記ドル預託証券の所有権の証拠を前記ユーザに前記少なくとも１個の
プロセッサによって伝送するステップと
を含む、方法。
[付記５２]
　前記金融商品が株式及び債券の１つを含む、付記５１に記載の方法。
[付記５３]
　前記第１の量の前記ドル預託証券の所有権の証拠を伝送する前に、或る量の前記金融商
品を購入するステップと、
　前記第１の量の前記ドル預託証券の所有権の証拠を伝送する前に、複数のドル預託証券
であって、その価値が前記金融商品の前記量に由来する複数のドル預託証券を作成するス
テップと
を更に含む、付記５１に記載の方法。
[付記５４]
　少なくとも１個のプロセッサと、
　実行時に付記１～５３の何れか一項に記載の方法を実行するように前記少なくとも１個
のプロセッサに指示する命令を記憶する少なくとも１つのメモリと
を含む、機器。
[付記５５]
　付記１～５３の何れか一項に記載の方法を少なくとも１個のプロセッサに実行させるよ
うに構成される命令を記憶する、有形コンピュータ可読媒体。
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